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決算審査特別委員会会議録 

 

平成２５年１１月１１日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ２時４６分閉議（実時間２２９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９７号・平成２４年度八代市一般会

計決算ほか１１件 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  友 枝 和 明 君 

副委員長  前 川 祥 子 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  百 田   隆 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者兼会計課長 有 田 俊 二 君 

 建設部長       船 藏 満 彦 君 

  下水道総務課長   松 本 貞 喜 君 
 
  下水道総務課長補佐兼 
            岩 坂 義 明 君 
  水洗化促進係長 
 
  下水道総務課 
            古 田 和 弘 君 
  経営係長 
 

  下水道建設課長   楠 本 研 二 君 

 水道局長       宮 本 誠 司 君 

 
  水道局次長兼 
            松 田 仁 人 君 
  簡易水道係長 
 

 企画戦略部長     坂 本 正 治 君 

  広報広聴課長    上 田 真 二 君 

 市民協働部 

  泉支所市民福祉課長 本 田 正 剛 君 

 農林水産部長     橋 口 尚 登 君 

  農業政策課長    古 田 洋 二 君 

  水産林務課長    濱 本   親 君 
 
  農林水産審議員兼 
            立 川 幸 生 君 
  泉農林水産事務所長 
 

                              

○記録担当書記     小 川 孝 浩 君 

            松 本 和 美 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（友枝和明君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 定刻となり、定足数に達しておりますので、

ただいまから決算審査特別委員会を開会いたし

ます。 

 審査に入ります前に、１１月６日の本委員会

で審査の際、古嶋委員より資料の請求がござい

ました、青年給付金事業に関する資料をお手元

に配付しておりますので、後ほど御一読くださ

い。 

 また、１１月６日の本委員会で増田委員から

質問があり、確認次第後ほど回答することとな

っておりました青年就農給付金事業に関して、

古田農業政策課長から発言の申し出があってお

りますので、これを許します。 

 なお、回答に対する質疑等については、各委

員個別にて執行部へお尋ねいただきますよう御

協力をお願いいたします。 

○農業政策課長（古田洋二君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 古田農業政策課課

長。 

○農業政策課長（古田洋二君） おはようござ
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います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）農業政策課、古田でございます。 

 先週の農林水産部の審査におきまして、増田

委員より青年就農給付金につきましての質問に

ついての御報告ということでお時間をいただき

ました。説明させていただきます。では、座ら

せて…… 

○委員長（友枝和明君） どうぞ。 

○農業政策課長（古田洋二君） 質問の趣旨

は、青年就農給付金の支給に伴います要件の原

則４５歳、この原則の捉え方であったと思いま

すけれども、県に確認いたしましたが、きちっ

と明文されたものでもないようでございまし

て、ケース的にも非常にまれということであり

ました。 

 県が国に確認して、実際にあった実例を紹介

してもらいましたけれども、例えば、非常にあ

る地区で高齢化が進んだという、そういう地区

で、将来にわたりまして、どうしてもその地域

の担い手としてですね、その方が必要だという

ようなことで給付されたという話がございまし

た。 

 このように、地域の特別な事情、本当にやむ

を得ない事情を勘案いたしまして、あるいは不

慮の事故等でですね、給付される場合というよ

うに考えてよろしいかなと思います。 

 以上でございます。 

                              

◎議案第９７号・平成２４年度八代市一般会計

決算ほか１１件 

○委員長（友枝和明君） それでは、これより

議案第９７号から同第１０８号まで、すなわ

ち、平成２４年度八代市一般会計決算及び同各

特別会計決算の１２件を議題といたします。 

 本日は、議案第１０１号から同第１０８号ま

で、すなわち、平成２４年度八代市公共下水道

事業特別会計決算、平成２４年度八代市簡易水

道事業特別会計決算、平成２４年度八代市農業

集落排水処理施設事業特別会計決算、平成２４

年度八代市浄化槽市町村整備推進事業特別会計

決算、平成２４年度八代市ケーブルテレビ事業

特別会計決算、平成２４年度八代市診療所特別

会計決算、平成２４年度八代市久連子財産区特

別会計決算、平成２４年度八代市椎原財産区特

別会計決算について審査を行う予定としており

ますので、御協力をよろしくお願いいたしま

す。 

                              

◎議案第１０１号・平成２４年度八代市公共下

水道事業特別会計決算 

○委員長（友枝和明君） まず、議案第１０１

号・平成２４年度八代市公共下水道事業特別会

計決算について、歳入歳出一括して説明を求め

ます。 

○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 船藏建設部長。 

○建設部長（船藏満彦君） はい。 

 では皆さん、おはようございます。（｢おは

ようございます」と呼ぶ者あり）建設部でござ

います。座って説明させていただきます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○建設部長（船藏満彦君） 平成２４年度決算

審査に当たりまして、建設部所管分の下水道事

業３特別会計につきまして、総括を述べさせて

いただきます。 

 特別会計の公共下水道事業、農業集落排水処

理施設事業、浄化槽市町村整備推進事業では、

衛生的で快適な暮らしを確保し、川や海の水質

を保全していくため、引き続き面的整備と処理

場の老朽化した施設の改築並びに水洗化の普及

促進や経営の安定化、効率化を図っておりまし

て、まず、公共下水道の八代処理区におきまし

ては、雨水整備におきまして、引き続き野上ポ

ンプ場の機械電気設備工事を行い、野上地区の

浸水解消を図ったところでございます。 

 また、汚水整備につきましては、面的整備は
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もとより、平成２５年度から平成２８年度まで

の水処理センター第２期改築工事のための詳細

設計を行っております。 

 また、千丁処理区、鏡処理区では、引き続き

汚水の面的整備を行っておりまして、平成２４

年度末の普及率は、八代処理区で４３.６％、

千丁処理区で８０.５％、鏡処理区で４９.９％

でございます。 

 次に、東陽町、泉町の農業集落排水処理施設

事業では、普及率は１００％でございますの

で、さらなる水洗化の普及促進に努めていると

ころでございます。 

 また、浄化槽市町村整備推進事業では、平成

２４年度末の整備率が５９.３％でございま

す。 

 平成２４年度決算におきましては、３特別会

計ともまだまだ一般会計からの繰入金に頼らざ

るを得ない状況でございますが、平成２４年度

末の債務残高につきましては、３特会合わせま

して、対前年度７億９３９万５０００円減の２

８１億３６９２万３０００円でございます。今

後とも、さらなる経営の安定化と効率化に努め

てまいる所存でございます。 

 その取り組みといたしまして、公共下水道事

業では、平成２７年度から企業会計を導入し、

経営状況の明確化を図り、経営改善につなげて

いきたいと考えております。 

 以上、平成２４年度決算における建設部所管

分の特別会計の総括といたします。 

 なお、詳細につきましては、松本下水道総務

課長及び楠本下水道建設課長より説明させます

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 松本理事兼下水道総

務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 皆様、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）下水道総務課の松本でございま

す。隣が下水道建設課長の楠本です。 

○下水道建設課長（楠本研二君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 座ってから

の説明でよろしゅうございますでしょうか。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） それでは、

平成２４年度八代市特別会計歳入歳出決算書の

８５ページをお願いします。 

 議案第１０１号・平成２４年度八代市公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして御

説明いたします。 

 本市の下水道事業は、昭和４８年に雨水整備

事業から着手し、昭和６０年３月に八代市水処

理センターを供用開始して以来、生活環境の改

善や公共用水域の水質保全を目的に下水道の整

備促進に努めてきております。 

 また、平成１７年８月の市町村合併に伴い、

旧八代市の八代処理区に加え、旧鏡町と旧千丁

町の鏡処理区、千丁処理区、さらには平成１８

年度、新たに新駅周辺を中心とする八代東部処

理区の４処理区を合わせました１９４５ヘクタ

ールについて事業区域の認可を受け、整備促進

を目指しているところでございます。 

 それでは、決算状況につきまして、歳入は決

算書、歳出は決算書と主要な施策の成果に関す

る調書、──以下、主要施策と申し上げたいと

思います、――に基づき御説明いたします。な

お、決算額につきましては、１０００円未満を

切り捨てさせていただきます。 

 八代市公共下水道事業特別会計の決算書の最

終ページになります１０８ページ、実質収支に

関する調書をお願いします。 

 歳入総額４５億６３７０万９０００円に対し

まして、歳出総額は４４億９３４０万２０００

円、歳入歳出差引額７０３０万７０００円から
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翌年度に繰り越すべき財源１１６９万３０００

円を差し引きました実質収支は、５８６１万４

０００円でございます。 

 実質収支につきましては、本決算から計画的

に黒字化することで、平成２７年度の企業会計

移行時の現金資産を保有し、下水道事業の経営

安定及び弾力的な企業経営を図るものでござい

ます。 

 続きまして、歳入の決算状況について事項別

に概要とあわせて御説明いたします。決算書の

９４ページをお願いします。 

 まず、款１・分担金及び負担金の項１・目１

・公共下水道事業費負担金と項２・目１・公共

下水道事業費分担金でございますが、下水道の

管渠整備に要します費用の一部を、下水道が整

備され使用可能となりました土地や建物の所有

者、いわゆる受益者に対して、負担金や分担金

を求めるものでございます。収入済額は５５７

６万円で、処理区ごとの金額を備考欄に記載し

ておりますが、新規に供用開始となりました区

域や区域外接続の減少により、前年度から１８

０３万７０００円の減収となっております。な

お、収入未済額は、対前年度から１４８万２０

００円減の３４３７万２０００円でございまし

て、現年度分の収納率は、対前年度から１％減

の９１.３％となっております。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・目１・下水道使用料は、汚水処理に

係ります維持管理費と資本費、いわゆる建設事

業債など、市債の元利償還金に充当するため徴

収するものでございます。使用料の収入済額

は、水洗化人口の増加により、対前年度から３

７０９万円、率にして４.３％増の８億９７０

６万９０００円でございます。なお、収入未済

額は、前年度より９４９万９０００円増の１億

５３９万６０００円となっております。 

 昨今の経済不況の中、水洗化の促進や下水道

料金の徴収も厳しい状況にありますが、収納率

は、現年度分で０.１％増の９６.４％となって

おり、今後も引き続き、催告状の送付や夜間徴

収の実施など、収納対策の強化を図ることで収

納率の向上を目指してまいります。 

 ９６ページをお願いします。 

 項２・目１・下水道手数料は、排水設備指定

工事店の交付手数料５万３０００円及び下水道

使用料の督促手数料１１３万４０００円でござ

います。 

 次に、款３・国庫支出金の項１・目１・下水

道事業費国庫補助金でございますが、主に汚

水、雨水管の幹線管渠の新規整備や水処理セン

ターの改築更新に係ります国庫補助金でござい

ます。当初予算額５億７６４２万５０００円、

前年度からの繰越事業分１億６９３１万４００

０円を合わせました予算額７億４５７３万９０

００円に対しまして、収入済額は５億７３４８

万３０００円でございます。なお、収入未済額

１億５４１４万２０００円については、翌年度

への繰越財源でございますが、繰越理由などに

つきましては、歳出のほうで御説明いたしま

す。 

 次に、款４・財産収入の項１・目１・財産貸

付収入６万４０００円についてですが、主に下

水道施設内の電柱設置に伴う土地貸付料でござ

います。 

 ９８ページをお願いします。 

 款５・繰入金の項１・目１・一般会計繰入金

についてですが、予算額１７億４０００万に対

しまして、収入済額は、対前年度から１１３３

万４０００円増の１７億２６００万円でござい

ます。増額理由といたしましては、汚水事業に

係る繰入金は減額となったものの、中央ポンプ

場の緊急修繕など、雨水事業に係る繰入金が大

幅に増加したためでございます。 

 なお、繰入金には、総務省の通達により、公

費負担が妥当として、一般会計からの繰入基準

を設けている基準内繰入金と、自治体の政策的
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判断で事業収入の不足分を補塡する基準外繰入

金がございます。 

 まず、基準内繰入金についてですが、下水道

事業で行います雨水処理に係る費用や資本費負

担の軽減を図ることを目的とした高資本費対策

経費などがございます。一部については、一般

会計の負担軽減を図るため、国からの交付税措

置が行われており、１５億３２２９万９０００

円が繰り入れております。 

 次に、基準外繰入金についてですが、本市の

ような整備途上の場合、処理場などの施設整備

に多額の費用を要するものの、施設の利用率が

低く、また、使用料収入も少ないことから、財

源不足分を一般会計からの基準外繰入で賄って

いるのが現状でございます。この基準外繰入金

は１億９３７０万１０００円となっております

が、本市の財政状況も厳しいことから、さらな

る収益の確保や支出の抑制に努め、今後もより

一層の削減を目指してまいります。 

 続きまして、款７・諸収入の項３・目１・雑

入ですが、主に、消費税還付金４６１万円でご

ざいます。消費税の納付額は、使用料収入に含

まれます消費税額から、工事発注など支出にか

かりました消費税額を差し引いた額となり、本

決算では、支払った消費税が使用料など収入に

含まれます消費税を上回ったため、申告により

還付を受けるものでございます。なお、２５年

度以降につきましては、事業費の縮減や使用料

収入の増加により、消費税の納付を予定してお

ります。 

 次に、款８・項１・市債の目１・公共下水道

事業債でございます。当初予算額１５億３６０

０万円。前年度からの繰越事業分１億７８９０

万円を合わせました予算額１７億１４９０万に

対しまして、収入済額は１３億５１０万円でご

ざいます。なお、収入未済額の１億６０００万

の内訳につきましては、先ほどの国庫補助金と

同様、翌年度への繰越財源でございます。 

 また、備考欄に処理区ごとの借入額を記載し

ておりますが、３処理区分を合わせました建設

事業債として、雨水事業分が１億３３５０万

円、汚水事業分が５億６６６０万円の計７億１

０万円を借り入れており、前年度から１億３７

４０万円減額いたしております。 

 さらに、公債費の返済財源として借り入れを

しております資本費平準化債や特別措置分につ

いては、前年度から２５００万円減額の６億５

００万円を借り入れております。 

 なお、償還期間につきましては、建設事業債

が５年間の元金据え置きを含む３０年償還、資

本費平準化債が２年間の元金据え置きを含む１

０年償還、特別措置分が据え置きなしの１０年

償還となっております。 

 ここで、地方債の現在高について御説明いた

します。 

 監査意見書の８７ページ（２）地方債の現状

にも記載のとおり、２３年度末の起債残高２８

０億８５６１万６０００円に対しまして、２４

年度の市債、いわゆる借入額が１３億５１０万

円、歳出で御説明いたしますが、元金償還金

額、１９億６６７７万６０００円でございます

ので、借入額と償還の差し引き額、６億６１６

７万６０００円が前年度より減少し、２４年度

末残高は２７４億２３９４万円でございます。 

 債務残高の削減については、本市の重要課題

であり、今後も引き続き建設費の抑制や平準化

を図り、また、使用料の増収など収益の確保に

努めることで債務残高の削減に努めてまいりま

す。 

 簡単ではございますが、以上、歳入分の説明

とさせていただきます。 

 続きまして、歳出の決算状況について御説明

いたします。 

 決算書の９０ページをお願いします。 

 予算現額５１億２２９５万２０００円に対し

まして、支出済額４４億９３４０万２０００
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円、翌年度への繰越額３億２５８３万６０００

円を除きます不用額は、３億３７１万３０００

円となっております。 

 １０２ページをお願いします。 

 まず、款１・項１・公共下水道事業費の目１

・下水道総務費ですが、下水道使用料の賦課徴

収に係る経費や水洗化率の向上を図るための下

水道普及促進経費でございます。まず、節２の

給料から節４・共済費までは、２１名分の職員

給与経費１億４９１８万５０００円でございま

す。 

 次に、使用料賦課徴収経費として、量水器の

修繕料や印刷製本費など需用費が２１２万７０

００円や、量水器設置や口座振替手数料などの

役務費６７２万７０００円がございます。節１

３・委託料６７７万９０００円は、主に八代市

シルバー人材センターに委託しております使用

料徴収業務委託２７４万４０００円や量水器検

針業務委託１６０万１０００円、下水道未接続

世帯への戸別訪問業務委託２４３万３０００円

でございます。また、節１８の備品購入費１１

６万７０００円は、事業所などの井戸水使用水

量を把握するための量水器購入費用であり、節

１９の負担金補助及び交付金３０１万２０００

円は、４４件分の水洗便所改造助成金２１８万

円が主なものでございます。なお、新築家屋の

下水道接続件数は増加したものの、改造・改築

に伴う接続件数が少なかったため、２５０万円

の不用が生じております。 

 ここで、平成２４年度末の水洗化状況を御説

明いたします。 

 水洗化率は、下水道が整備され使用可能とな

りました人口、いわゆる普及人口に対して、実

際に下水道に接続され使用されている人口の割

合をいいます。 

 普及人口は対前年度１５３０人増の５万７５

７９人に対しまして、水洗化人口は前年度より

８３１人増の４万３９４６人でございますの

で、水洗化率は２３年度末より０.６％減の７

６.３％となっております。水洗化人口は増加

したものの、整備拡大に伴う普及人口も増加し

たため、対前年度から減少しておりますが、今

後も引き続き、先ほど述べました助成制度の一

層のＰＲを含め、水洗化率向上に向けた取り組

みを強化していきたいと考えております。 

 次に、雨水ポンプ場費です。市街地の浸水防

除を図るため、雨水ポンプ場の維持管理経費で

ございまして、八代処理区には、野上ポンプ

場、中央ポンプ場、麦島ポンプ場がございま

す。 

 主な経費といたしまして、施設の電気料や燃

料費などの需用費１５００万７０００円。中央

ポンプ場のポンプ用エンジン点検、堆積した土

砂を取り除くしゅんせつ工事などの委託料２３

０３万７０００円がございます。 

 また、補正予算額３０００万円、繰越明許費

の１１５５万円につきましては、中央ポンプ場

のポンプエンジンの緊急修繕に係る経費でござ

います。ポンプ用エンジンの修繕につきまして

は、故障箇所の部品を、規格が一致しておりま

した中古部品で対応ができたため、予算額より

大幅に減額となり、不用額１８７９万９０００

円が生じております。なお、本修繕につきまし

ては、平成２５年５月に完了しております。 

 次に、下水道維持管理ですが、水処理センタ

ーや中継ポンプ場など、汚水処理施設の維持管

理経費でございます。 

 主な経費といたしまして、節２・給料から節

４・共済費までの４名分の職員給与費２５４７

万５０００円や施設管理に必要な薬品代、電気

料などの需用費８２８７万５０００円がござい

ます。 

 また、その他の経費として、施設の運転管理

業務や汚泥処理業務などの委託料１億８６２６

万円がございます。なお、委託料に１３９５万

５０００円の不用が生じておりますが、主に水
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処理センターから発生いたします汚泥の収集運

搬や堆肥化等の業務委託の入札単価が当初見込

みよりも低額であったためでございます。 

 １０４ページをお願いします。 

 節１９・負担金補助及び交付金ですが、主に

八代北部流域下水道の維持管理負担金でござい

ます。八代北部流域下水道につきましては、鏡

支所管内にあります県管理の汚水処理場の維持

管理費を、八代市、宇城市、氷川町において負

担しており、千丁処理区分４６１３万６０００

円、鏡処理区分６３７５万８０００円でござい

ます。施設の維持管理につきましては、今後も

引き続き日常点検の充実を図り、故障の早期発

見や計画的な機器整備に努めることで、維持管

理費の抑制及び施設の長寿命化を目指していき

たいと考えております。 

 次に、目４・下水道建設費ですが、汚水、雨

水の幹線管渠の整備や、水処理センターなど施

設の改築更新に係る経費でございます。補正予

算額１７００万円につきましては、先ほど目２

・雨水ポンプ場費で御説明いたしましたが、中

央ポンプ場ポンプ用エンジンの修繕費用の財源

として、公債費の補正額１３００万円と同様減

額いたしております。 

 それでは、お手元の主要施策に基づき、事業

ごとに説明をいたします。 

 主要施策の４４９ページをお願いします。 

 まず、八代処理区幹線工事及び管渠布設事業

ですが、本事業は下水道事業の基本的役割であ

る生活環境の改善や公共用水域の水質保全、さ

らには大雨時の浸水被害の軽減を図るため、新

八代駅周辺の八代東部処理区を含みます事業認

可区域１４７４ヘクタールにおきまして、下水

道の普及促進を目指しており、昨年度は、八千

把校区、松高校区、太田郷校区を中心に施工延

長６.４キロメートル、整備面積３２.７ヘクタ

ールの整備を実施しております。 

 繰越分を含みます決算額７億１６４８万５０

００円についてですが、主に現年分では、管渠

築造工事設計委託４３５２万１０００円や下水

道事業全体計画見直し業務委託２０４７万５０

００円、管渠の長寿命化を目的とした汚水管調

査業務委託８２４万２０００円がございます。 

 その他では、古閑中町ほか汚水管築造工事３

億３３２５万７０００円やガス管・水道管など

地下埋設物移設補償１５１９万１０００円など

がございます。 

 繰越分では、宮地町ほか汚水管築造工事２億

３５３９万円や田中西町ほか雨水管渠築造工事

３２８１万円がございます。平成２４年度中に

竣工し、２５年度より供用開始を行っていると

ころでございます。 

 なお、永碇町汚水幹線工事など一部工事につ

きましては、下水道整備の迂回路設定や他事業

者との工程調整に日程を要し、年度内の竣工が

困難となったため、繰越明許費３億１４２８万

６０００円を計上しております。 

 ここで、予算額から決算額及び翌年度への繰

越額を差し引きました不用額２億２３２２万９

０００円の主なものについて御説明いたしま

す。 

 まず、工事請負費に１億７１２３万４０００

円の不用が生じておりますが、２４年度当初予

算で予定しておりました整備箇所の一部を、平

成２３年度末に国の経済対策として追加配分さ

れた予算にて対応したため、２４年度当初予算

に不用が生じたものでございます。 

 また、水道・ガス等の移設補償では、実施設

計の段階で他の埋設物との影響を最小限にとど

めるよう計画の見直しを行い、補償費の抑制を

行ったため、４３７１万２０００円の不用が生

じております。 

 本市の下水道普及率は、全国及び県内平均に

比較いたしても４３.４％と低い状況にあり、

下水道の早期普及、整備促進が求められ、今後

は整備してきた資産を適正に維持管理し、か
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つ、既存の施設の改築更新や老朽化対策にも取

り組まなければなりません。 

 さらには、ゲリラ豪雨等の浸水対策事業も重

要な課題になっていることから、引き続き事業

費縮減を図り、地域特性に見合った効率的かつ

効果的な整備促進に努めていきたいと考えてお

ります。 

 次に、４５１ページの雨水ポンプ場施設整備

事業ですが、申しわけございませんが、主要な

施策の概要に記載をしております事業費に誤り

がございましたので、お手元に正誤表をお配り

しております。ございますかね。 

 本事業は、昭和４７年に供用開始しておりま

した野上ポンプ場の雨水ポンプ能力が、計画流

入水量よりも低く、また、排水区の一部で道路

冠水が発生しておりましたことから、平成１９

年度から２４年度にかけまして、既設隣地に新

たなポンプ棟を建設し、野上排水区の浸水解消

を図る事業でございます。 

 決算額２億１１８０万５０００円についてで

すが、平成２３年、２４年度までの２カ年で実

施しておりました野上ポンプ場の増設工事に伴

います電気料、機械設備工事１億８６７５万円

や、野上ポンプ場場内整備工事２２５１万４０

００円でございます。 

 今後も、中央ポンプ場の再整備など多額の費

用を要しますが、大雨時の浸水被害の軽減を図

る上で、雨水ポンプ場の施設の果たす役割は非

常に大きいことから、計画的な施設改修を実施

し、施設の長寿命化及び浸水被害の軽減に努め

てまいります。 

 次に、４５３ページの水処理センター施設整

備事業ですが、本事業は、新港町にあります水

処理センター施設の改築更新に向けた基本協定

を日本下水道事業団と締結し、老朽化した施設

を整備改修する事業でございます。 

 繰越分を含みます決算額４３９１万３０００

円についてですが、主な経費として、平成２５

年度から第２期長寿命化計画に基づきます実施

設計業務委託２３５０万円や、２３年度からの

繰越事業の第１期長寿命化計画に基づく沈砂池

耐震補強工事委託２０００万円がございます。 

 なお、実施設計業務委託において、設計対象

となります施工箇所が変更となったことから、

９７７万４０００円の不用が生じております。 

 水処理センターにつきましては、供用開始か

ら約３０年が経過することから、今後も施設の

長寿命化対策として、ライフサイクルコストの

最小化、耐震化等の機能向上も考慮した改築更

新を計画的に推進していきたいと考えておりま

す。 

 次に、４５５ページの千丁処理区幹線工事及

び管渠布設工事ですが、本事業は、平成７年度

の事業開始から生活環境の改善と公共用水域の

水質保全を目的に、事業認可区域１８２.５ヘ

クタールにおきまして、下水道の普及促進を目

指しており、２４年度は、西牟田地区を中心に

施工延長１.１キロメートル、整備面積３.９ヘ

クタールの整備を実施しております。 

 繰越分を含みます決算額１億３７９８万７０

００円についてですが、主に現年分では、西牟

田地区ほか汚水管築造工事９６０９万９０００

円、水道管の移設補償１０９８万３０００円、

八代北部流域下水道事業の建設負担金１３７万

４０００円でございます。 

 また、繰越分の西牟田地区汚水管築造工事２

６１７万６０００円でございますが、平成２４

年度中に竣工し、２５年度より供用開始を行っ

ております。 

 次に、４５７ページの鏡処理区幹線工事及び

管渠布設工事ですが、本事業も先ほどの千丁処

理区幹線工事及び管渠布設事業と同様、平成７

年度から、事業認可区域２８８ヘクタールにお

きまして下水道の普及促進に努めており、鏡町

内田地区の幹線工事を中心に施工延長２.５キ

ロメートル、整備面積１４.３ヘクタールの整
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備を進めてまいりました。 

 繰越分を含みます決算額１億７７１０万７０

００円についてですが、主に現年分では、工事

設計委託１０４５万８０００円や鏡第５汚水幹

線ほか管渠築造工事１億２７４１万５０００

円、水道管の移設補償５１４万２０００円、八

代北部流域下水道事業の建設負担金２８０万３

０００円でございます。 

 また、繰越分の鏡第９汚水幹線管渠築造工事

２９８２万５０００円でございますが、平成２

４年度中に竣工し、２５年度より供用開始を行

っております。 

 なお、入札残により、委託料に６２４万２０

００円、工事請負費に７０８万５０００円の不

用が生じております。 

 それでは、決算書に戻りまして、１０４ペー

ジ、決算書の１０４ページ、款２・項１の公債

費、決算額２５億１０１９万７０００円につい

て御説明いたします。 

 目１・元金及び目２・利子についてですが、

３処理区を合わせました決算額は、それぞれ１

９億６６７７万６０００円と５億４３４２万１

０００円となっており、処理区ごとの内訳は備

考欄に記載しております。 

 なお、公債費につきましては、平成１９年度

の２７億１６００万円をピークに年々減少して

おりますが、接続率の低迷や費用に見合う料金

設定がなされていないなど、使用料収入が十分

ではなく、公債費の大部分を一般会計からの繰

入金により補塡している状況でございます。 

 さらに、施設建設の継続や老朽化した下水道

施設の改築更新に多額の費用を要し、少子高齢

化や節水型社会など社会構造も大きく変化する

ことから、独立採算制を原則とする下水道事業

を取り巻く環境は厳しさを増すことが予想され

ます。 

 このように、下水道事業の経営環境は大変厳

しい状況にあり、多くの課題を抱えていること

から、限られた予算の中で効率的に事業を行う

べく、早急に経営改善に向けた取り組みが必要

となります。 

 そこで、本市におきましても、経営基盤の強

化に向けた取り組みとして、平成２７年度から

企業会計を導入し、経営状況を明確化すること

で、今後の事業方針の見直しや経営計画の策定

につなげていきたいと考えております。 

 以上、議案第１０１号・平成２４年度八代市

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の説明と

させていただきます。 

 審議方よろしくお願いします。 

○委員長（友枝和明君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。 

○委員（福嶋安徳君） はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） はい、福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） この２４年度終了時点

で、この下水道事業が、もう財政的に厳しい状

況になってきているという説明なんですが、こ

の２７年度の企業会計導入ですたいね。それに

合わせて、その間に今の事業が縮小されていく

とすれば、今、進捗率がまだずっと落ちるわけ

ですよね。そういう、その体制でとっていくな

らば、あと、結構、年数も結構かかるんじゃな

いかなと思うんですけども、そういった計算的

なところはどうなんでしょうか。何年ぐらいに

終わる予定ですかね。 

○委員長（友枝和明君） 松本理事兼下水道総

務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 先ほどの、

今の状況で企業会計に導入した場合の…… 

○委員（福嶋安徳君） いや、その間、そこま

でに行く事業縮減すれば、どんどんまだ年数が

長うかかっていく可能性があると思うんです

よ。で、企業会計導入した場合はどのくらい、

進捗率になっていくのか、そういったところは

わかりますか。 

○委員長（友枝和明君） 松本理事兼下水道総
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務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 企業会計に

導入したからといって、極端に事業が変わると

いうことではなくて。なぜ企業会計に導入する

かと申しますとですね、まず、今の会計という

のは、何といいますか、維持管理費と建設費と

いう性格の異なる金が混在した状態で、ただ予

算を差し引くような会計制度になってるんです

ね。ところが、下水道事業というのは、地方財

政法というのがあるんですけど、そこで、公営

企業に定義されています。企業である以上は、

維持管理をするということは、経営することか

なということになりますので、いわゆる今の官

庁方式では、どうしても難しいというよりも、

企業であれば、複式簿記を使う企業会計に移行

するというのが、この世界というのでは常識か

なということで移行するようになっているんで

す。 

 で、御存じと思うんですけど、企業会計にな

ったら、いろんな財務諸表とか、その制度自体

が企業経営するに、しやすいというか、企業会

計でないと経営ができないような会計制度にな

ってます。で、企業会計をすることによって、

要は、今の経営を明確化ていうか、ある程度明

瞭化して、今、財政状況、あるいは経営状況は

こうなってますよちゅうことを、皆様方にもわ

かりやすく、オープンに知らしめてから、それ

に基づいて下水道経営はこんなに苦しいんだ

と、で、このように今後の方向性をどうしまし

ょうちゅうことを今から考えていくというか、

企業会計になって初めて、そういうスタートて

いうかですね、なることを考えています。 

○委員（福嶋安徳君） はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。もう大体、会計

的なところはわかりましたが、事業にすれば、

今現在の、まあまあ進められるっていうとは可

能なんですか。 

○委員長（友枝和明君） 松本理事兼下水道総

務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 下水道事業

というのは、そもそも一般的には、都市部とい

うか、人口密度が高いところに整備して、その

採算性があるところから事業を行うのが普通な

んですけど、全国的に下水道事業が始まったの

が、どうですかね、昭和４０年ぐらいですか

ね。ただ、そういう、例えば密度がそうなくて

も、どこの都市も公共下水道一本やりという

か、で、事業をやっている関係で、なかなかこ

う、経営をするには、まあ料金を上げればいい

んでしょうけど、なかなかべらぼうに上げられ

ませんから、なかなか難しいかなと、難しいと

ころがあると思うんですよ。ただ、それを、採

算性をとるためには、今、下水道事業で先ほど

説明しましたように、繰入金というのがあるん

ですけど、基準内もあるんですけど、ただ、そ

れは税金からの投入ですよね。そういうことじ

ゃやっぱりおかしいから、今後、どうしよう

か、今後は周辺部の整備になってまいりますの

で、一段と経営的には厳しいところがあるのか

なと思ってます。だから、その辺をどうするの

か、早急に検討すべきだろうと考えてます。 

○委員（福嶋安徳君） はい、わかりました。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 百田委員。 

○委員（百田 隆君） 今のお話の続きですけ

ど、企業会計を平成２７年から実施するという

ことであれば、企業ですから、利潤を志向する

ちゅうのは建前なんですね。ですから、収益性

を求めるということになりますが、そのような

考えをもって、今後は公共下水関係はやってい

かれる予定ですか。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 松本理事兼下水道総
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務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 企業であっ

て、公営というのが頭につくんですけど、公営

企業ですね。公営企業に値すると。すると、公

営企業だから利益をということを求めちゃいけ

ないちゅうことはないと思うんですけど、そも

そも普通の特別会計だったら、料金なんかを設

定する場合、こんだけいただいたらとんとんと

か、その計算で料金設定をすると思うんです

よ。ところが、企業会計になったら、企業とい

うのはもちろん、とんとんとらなくちゃいけな

いんですけど、その中で一部利益を出さないと

次の投資のお金がたまらないですよね。だか

ら、そこまで考えた料金設定に、ちょっと今の

会計では難しいんですけど、その時にはそうい

う考え方をしてあると。 

○委員（百田 隆君） なるほどね。はい、わ

かりました。 

○委員長（友枝和明君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（大倉裕一君） 済みません。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。ちょっと教えて

ください。 

 私が聞きそびれた点もあるかと思いますが、

繰越明許が１１６９万３０００円上がっており

ますが、これは何の事業になりますか。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 楠本下水道建設課課

長。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。ただ

いまの質問にお答えいたします。 

 繰越明許費１１５５万円ですが、これは２３

年度中にポンプ場の点検整備を行った際にです

ね、１８００のポンプなんですけども、エンジ

ンのところに異常がありまして、緊急に補正を

組んでいただきまして取りかえ工事を実施した

んですが、その分の繰越明許費となっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（友枝和明君） 古田下水道総務課係

長。 

○下水道総務課経営係長（古田和弘君） 済い

ません。補足、先ほど１１６９万３０００円と

いうことでしたので、先ほど楠本課長が申し上

げられました１１５５万円と、残りの１４万３

０００円につきましては、幹線管渠の建設事業

の一般財源分、起債のほうが１０万未満につい

ては借り入れができませんので、その１０万未

満の端数分について、この一般財源の３処理区

を合わせました分ですね、雨水とか汚水を合わ

せた分を一般財源として繰り越しております。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。２３年に補正を

組んで、２４年度に、これはもう２４年に繰り

越してお金を支出したと、（｢はい」と呼ぶ者

あり）いうことでよかわけですね。 

 わかりました。と、もう１件、済いません。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 実質収支が５８６１万

４０００円あるわけですけども、この実質収支

の、簡単に言えば黒字っていう形になったとい

うことですけど、このお金はどこに、翌年度は

どこに反映されるんですかね。済いません、さ

っきちょこっと説明あったと思うんですけど。 

○委員長（友枝和明君） 松本理事兼下水道総

務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） これは、２

４、５、６ですね。３年間蓄えていって、企業

会計導入時に現金保有といいますか、企業会計

になったら、今は一緒に現金は会計課のほうで

お願いしてるんですけど、別個に、独自に口座

をつくって経営をすることになります、企業会

計になったら。そのときに、資金運用で、ある

程度まとまった現金がないと、１年間を通して
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経営が難しいということで、企業会計導入のた

めの、何ていうんですか、現金の資産をです

ね、を考えています。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。ということは、

来年度、来年度といいますか、２５年度も黒字

が出たということであれば、これが６０００万

とか７０００万とかっていうことで…… 

○下水道総務課長（松本貞喜君） そうです

ね、それくらいの金額…… 

○委員（大倉裕一君） 積み上がってくるとい

うことになりますか。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 松本理事兼下水道総

務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） そのような

形で黒字化を狙ってといいますか、そして、現

金を２７年度までに保有をしたいと考えていま

す。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 済いません、監査委員

が同席されていますので監査委員のほうにお尋

ねをしたいんですけど、こうやって基準に基づ

かない経費を一般会計から出したということ

で、黒字が出たと。そういう場合、素人感覚で

いきますと、一般会計のほうに戻り入れできる

分だけでも戻り入れをするべきではないかなと

いう気持ちがあるわけですけど、そういうふう

なルールというのは考えられないんでしょう

か。 

○委員長（友枝和明君） 江﨑監査委員。 

○監査委員（江﨑眞通君） 下水道事業の場

合、基準外繰入というのが１億９０００万程

度、先ほど説明がありましたけども、ありまし

た。そのうち、繰越実質収支というのが５８０

０万程度出ておると。翌年度への繰越額です

ね。これにつきましては、当然、下水道経営を

やる上では、ある程度の繰り越しも当然必要な

場合もございます。ルール、これをゼロにしな

さいとかいうようなルールはございませんけれ

ども、ある程度の経営をやっていく上では、あ

る程度の繰越も必要な場合もございますので、

今回の場合は５８００万繰り越しを出したと。

一時期、赤字を出したというのもございまし

た。繰越を抑えてですね、赤字を、実際の数字

を出すということで赤字を、幾らだったですか

ね、何億か出しまして、その分を下水道の使用

料で還元してくださいということで、３年間で

調整したこともございましたけれども、ある程

度は経営改善もされまして、収支もある程度出

てきたということもございますけれども、この

繰越分につきましては、当然、その後何年か黒

字経営をやっておりますけども、下水道事業に

ついては先行投資という意味もございますの

で、ある程度の黒字を出しても仕方ないんじゃ

ないかなということで繰り入れをやっておると

いうようなことがございます。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 済いません、監査委

員。で、収支が大きく黒字になったという場

合、基準に基づかない分も出しているわけです

よね。その額を小さくすると、一般会計を痛め

ないということの視点から、繰り入れを戻して

いただくというようなルールていうことは、特

別に考えてはないんですかね。そんなルールも

ないということで。 

○委員長（友枝和明君） 江﨑監査委員。 

○監査委員（江﨑眞通君） はい、特別ルール

はございません。当然繰り入れ、基準外繰り入

れで１億９０００万ありますので、その分繰り

出さないというのが一番の理想でございますけ

れども、先ほど言いましたように、ある程度の

繰越金というのもいたし方ない面もございます
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ので、その分は基準外で繰り出したということ

でございますので、特別なルール化というのは

いたしてないというふうに思います。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。それで、２７年

度に企業会計だったですかね、に移行されると

いうことですが、その時点では、この現金とい

いますか、蓄えというのはどれぐらい想定をさ

れていかれているんですか。 

○委員長（友枝和明君） 松本理事兼下水道総

務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 大体１億５

０００万円ぐらいを予定しております。流動資

産の現金ということで保有することになりま

す。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。監査委員の意見

書あたりも見てみますと、非常に運営が厳しい

ということですよね。加入者もそうふえないだ

ろうし、徴収率についても非常に厳しい数値が

上がってきてます。 

 具体的にどういった形で徴収率を上げたりと

か、黒字化を出していくとかというのを考えて

いらっしゃいますか。先ほど、大きな柱は２点

ぐらいおっしゃったと思いますが、具体的にど

うされたいのかというところを聞きたいと思い

ます。 

○委員長（友枝和明君） 松本理事兼下水道総

務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 非常に厳し

い意見なんですけど、まず、一般的に考えられ

るのは普及率の向上ですよね。すると、使用料

がもうちょっと入ると。それと、あとは、設備

投資については、企業会計化することによっ

て、今の財政状況がある程度明るみに出てくる

と、今後どうすべきか、この状況で拡張してい

いのかとか、その辺が多分見えてくると思うん

です。すると、今後のやり方によっては、今後

ずっと今のままで行くんじゃなくて、例えば縮

小化するとか、いや、ここでもうストップする

とかちゅう考え方も出てくると思うんですね。 

 あとは、それを、下水道事業の経営をよくす

るためにはというと、普及率とあとは料金設定

を上げるしかないと思うんですよ。ないという

か、ちょっと言い方が悪いかもしれませんけ

ど。 

 だから、今後考える場合に、要は、経営状況

をある程度、再度検討して、検討をして、どう

するんだと、整備方針をどうするんだというの

が一番大事かなと。公共下水道については。

今、生活用水施設としては、公共下水道と合併

浄化槽がありますよね。だから、そういった組

み合わせをどうするのかちゅうことも一つにな

るかなと思いますけどですね。ただ、なんてい

うか、ちょっと、組み合わせがですね。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。具体的な方策

を、２７年度には見えてくるんじゃないかと、

それから具体的な方策をというようなところも

受け取れたんですが、２７年度にその考えを持

って入っていかないかぬとかなと思いますの

で、２６年度から公営企業に沿った試算あたり

をですね、しっかりしていかれたほうがいいん

じゃないかなと。業務的な量はふえるかもしれ

ませんけど、それが移行への手続になるんでは

ないかなと思いますので、そのあたりをです

ね、しっかり検討していただいて、移行化にも

ですね、スムーズに入れるようにお願いをして

おきたいと思います。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 松本理事兼下水道総

務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 今現在、ま
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ず、先ほどちょっと申せなかったんですけど、

企業会計を導入するというのは、一番違うよう

になりますのは、今言われた固定資産の管理な

んですね。固定資産が、今の状況であれば、つ

くってそのまま評価なしと。でも、企業会計に

なったら、その固定資産、例えば償却資産であ

れば減価償却というのをやるんですね。する

と、年々減価償却することによって資産ちゅう

のはこう変わっていきますよね。すると、企業

が持っている財産も変わっていくと。そういう

形で、今やっているのが財産の評価、いわゆる

資産の評価を今やっています。それをやらない

と、まず企業会計は導入できないんですけど

ね。 

 だから、それと、企業会計をやったからどう

ということじゃなくて、やって初めて今後どう

しようかちゅうのが企業会計だと思うんです

よ。スタートして、こぎゃん状況ですよと。

で、これじゃまずいですよとか、状況がより鮮

明に見えてくるというか。だから、企業会計を

導入しただけでは何も変わらないんですね、経

営については。だから、それをどう使うかだと

思います。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。ですから、２７

年度予算を出すには２６年度から取り組んどか

ないかぬちゅうことですよね。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） そうです。 

○委員（大倉裕一君） ですよね。はい、わか

りました。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） はい、１ついいです

か。 

○委員長（友枝和明君） 堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。今の関連ですけ

ど、ちなみに、予測の中でですね、企業会計導

入される予測の中で、企業会計における累積赤

字額っていうのは、大体、今の現時点でどれぐ

らい想定されてますか、金額的にですね。会計

の中で見ると、どうしても事業が始まってから

今まで累積してきた赤字額というのが想像がつ

かないもんですから。そのとき企業会計導入さ

れて初めてわかるとおっしゃったんですけど、

大体どれぐらいの累積赤字額になっていると、

――出ますか、金額。 

○委員長（友枝和明君） 松本理事兼下水道総

務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 詳しいこと

はですね、説明できないんですけど、いわゆる

下水道事業は、先ほど言った繰入金ですね。基

準内の繰入金というのがあって、決算上は今と

んとんです。だからそれは変わらないと思いま

す。ただ、企業会計になったら、例えば資産を

つくるというときに、それをどの費用でつくっ

たんだと、例えば借金なのか自己資本金なのか

補助金なのかちゅうことで、ずっとそれは継続

して記録に残すような形になってますので、今

みたいにわからない状態じゃなくて、これをつ

くるためにこれでつくったとか、そういうのが

わかってきますので、今後事業を継続するに当

たっては、より見やすいというか、それを参考

にできると思います。 

○委員長（友枝和明君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい、わかりました。 

○委員長（友枝和明君） ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で、議案第１０

１号・平成２４年度八代市公共下水道事業特別

会計決算についての質疑を終わります。 

                              

◎議案第１０２号・平成２４年度八代市簡易水

道事業特別会計決算 

○委員長（友枝和明君） 次に、議案第１０２

号・平成２４年度八代市簡易水道事業特別会計

決算について、歳入歳出一括して説明を求めま
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す。 

○水道局長（宮本誠司君） おはようございま

す。水道局の宮本でございます。よろしくお願

いいたします。座りまして説明させて……

（｢指名」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 宮本水道局長。（笑

声） 

○水道局長（宮本誠司君） 済いません。委員

長。済いません、座りまして説明させていただ

きます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○水道局長（宮本誠司君） 決算書の１０９ペ

ージをお願いいたします。 

 議案第１０２号・平成２４年度八代市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決算について御説明い

たします。なお、金額につきましては１０００

円単位にて御説明させていただきます。 

 まず、事業の概要でございますが、簡易水道

事業は水道法の適用対象となる給水人口１０１

人以上、５０００人以下の水道でございまし

て、本市の簡易水道事業は山間部を主に、八代

地区１カ所、坂本地区３１カ所、東陽地区２カ

所、泉地区１３カ所の４７の水道施設がござい

ます。 

 平成２４年度末の給水戸数、給水人口は、八

代地区４３戸、１２２人、坂本地区１６０１

戸、３４２４人、東陽地区２５６戸、６５５

人、泉地区３２３戸、７７２人で、合計の２２

２３戸、４９７１人でございました。 

 当年度は、改良事業といたしまして、坂本地

域において４地区の簡易水道を統合し、配水池

及び配水管の改良工事を行いました。 

 それでは、決算の詳細につきまして、１１７

ページからの決算事項別明細書で御説明いたし

ます。 

 １１８、１１９ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、款１・分担金及

び負担金、項１・負担金、目１・節１・簡易水

道事業費負担金、収入済額１８９万円。これ

は、消火栓設置に係る一般会計の工事負担金

で、坂本地区に４基設置いたしております。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・節１・簡易水道使用料、収入済額７２７５

万７０００円。これは、水道料金収入でござい

ます。地区別では、八代地区が１３６万６００

０円、坂本地区が５６３１万円、東陽地区が９

２７万円、泉地区が５８１万２０００円でござ

います。収納率は９７％で、前年比で１.１ポ

イント下がりました。 

 項２・手数料、目１・簡易水道手数料、収入

済額が１０万６０００円でございます。内訳と

いたしまして、節１・督促手数料６万２０００

円は、簡易水道使用料に未払い等が生じた際の

督促手数料６２０件分でございます。節２・設

計手数料９０００円は、家庭への引き込み工事

であります給水工事設計書の審査手数料１４件

分でございます。節３・検査手数料３万５００

０円は、給水工事の竣工検査手数料１８件分で

ございます。 

 款３・繰入金、項１・目１・節１・一般会計

繰入金、収入済額は１億１８０７万７０００円

でございます。そのうち、交付税の対象となる

基準内繰入金は５１３７万２０００円、基準外

繰入金が６６７０万５０００円でございます。

なお、昨年７月の梅雨集中豪雨による簡易水道

施設の災害復旧のため、繰入金を５２０万円増

額補正いたしております。 

 次の１２０、１２１ページをお願いいたしま

す。 

 款４・項１・目１・節１・繰越金、これにつ

いては、収入済額ゼロ円でございます。 

 款５・諸収入、項１・目１・節１・雑入、収

入済額１５２万２０００円。これは、消費税還

付金及び球磨川河川改良工事に伴う国土交通省

からの浄水施設の移設補償金でございます。 

 款６・項１・市債、目１・節１・簡易水道事
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業債、収入済額１億５３９０万円。これは坂本

地区の改良工事に係る簡易水道事業債１億１８

４０万円と年利５％以上の市債の繰上償還に伴

う借換債３５５０万円でございます。 

 以上、歳入合計が、収入済額３億４８２５万

２０００円となっております。 

 次に、歳出でございますが、１２２、１２３

ページをお願いいたします。 

 款１・項１・簡易水道事業費、目１・簡易水

道総務費、支出済額４４９２万円でございま

す。 

 節別に説明しますと、節１・報酬及び節９・

旅費は、簡易水道料金改定等についての水道事

業審議会を開催しなかったため、委員の報酬及

び費用弁償が発生せず、支出済額ゼロ円でござ

います。節２・給料から節４・共済費までは、

職員６名分の人件費でございます。節１９・負

担金補助及び交付金２万円は、熊本県簡易水道

協会の負担金でございます。 

 続きまして、目２・簡易水道維持管理費、支

出済額３６０６万円でございます。 

 節別に説明いたしますと、節１１・需用費１

２０３万４０００円は、各地区の水源地や浄水

場、排水施設等の施設の修繕費、水源のポンプ

室や浄水場の電気代などでございます。節１２

・役務費１３６万６０００円は、水道料金請求

に伴う郵便料金などの通信運搬費、水道料金の

口座振替に伴う手数料及び量水器の取りかえ手

数料などでございます。節１３・委託料１７６

１万３０００円。これは、水道法に定められた

水質検査、量水器検針業務、水源地や浄水場の

清掃、維持管理業務、料金システム更新などの

委託料でございます。節１４・使用料及び賃借

料１４万４０００円。これは、ＪＲ用地への水

道管埋設のための敷地使用料及び土木積算シス

テムリース料でございます。節１５・工事請負

費１８９万６０００円。その主なものといたし

まして、今泉地区簡易水道配水池改良工事１２

４万４０００円などでございます。節１６・原

材料費６５万円は、配管材料などを購入したも

のです。節１８・備品購入費２３４万１０００

円は、量水器、滅菌機などを購入したものでご

ざいます。節２３・償還金利子及び割引料７０

００円は、過誤納付に係る還付金でございま

す。節２７・公課費８０００円は、公用車１台

分の自動車重量税でございます。 

 続きまして、目３・簡易水道建設費、支出済

額１億２４７６万６０００円でございます。 

 節別に説明いたしますと、節１３・委託料４

７万３０００円。これは、泉町樅木地区浄水場

予定地の地質調査でございます。節１５・工事

請負費１億２４２９万４０００円。その主なも

のとしましては、坂本地区簡易水道改良事業に

伴います配水池築造工事４３２２万９０００

円、送水管・配水管改良工事７８６３万７００

０円などでございます。不用額の２０７万３０

００円は、主に坂本地区統合簡易水道改良工事

の入札差額等によるものでございます。 

 次に、款２・項１・公債費、目１・元金、支

出済額１億１４９５万３０００円。これは、坂

本地区３３件、東陽地区９件、泉地区６件、八

代地区１件の起債償還の元金でございます。ま

た、そのうち３５６５万７０００円が繰り上げ

償還に伴う元金償還金でございます。 

 次の１２４、１２５ページをお願いいたしま

す。 

 目２・利子、支出済額２３４４万８０００円

は起債償還利子でございます。 

 次に、款３・項１・災害復旧費、目１・簡易

水道施設災害復旧費４１０万４０００円。これ

は、昨年７月１２日の梅雨集中豪雨による簡易

水道施設の災害復旧費でございまして、被害を

受けました坂本地区の浄水施設及び導水管・配

水管等の修繕に要しました需用費９２万２００

０円、工事請負費３１８万２０００円でござい

ます。 
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 以上、歳出合計が支出済額３億４８２５万２

０００円となっております。 

 次に、１２６ページ、実質収支に関する調書

でございますが、歳入合計３億４８２５万２０

００円、歳出合計３億４８２５万２０００円

で、実質収支額はゼロ円となりました。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議お

願いいたします。 

○委員長（友枝和明君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。財政、お金を借

りるときの考え方なんですけど、借りるとき、

借りるお金が返すお金よりも小さくするという

ことが基本ですよね。今回、簡易水道のほう

は、返済額よりも大きくお金を借りて事業をな

さっておられますが、この点についてどういう

検討がなされたのか。そこは多分、借りるとき

に引っかかられたと思うんですよね。どういう

検討があってそういう決断をされたかというこ

とをお聞きいたします。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） まず、事業に関し

てでございますが、当該年度につきましては、

坂本地区の４簡易水道事業を統合することによ

りまして、地区内の水の安定供給を目指す事業

でございます。事業費が、先ほど申しました１

億２０００万程度かかりますもんですから、一

つは補助というのが考えられます。簡易水道事

業の場合、上水道から１０キロ以内の簡易水道

につきましては、上水道と統合しないと補助金

の申請ができない状況でございます。八代市に

おきましても、平成……（｢２１年度末」と呼

ぶ者あり）済いません、２１年度末に統合計画

というのを策定しまして、坂本地区の簡易水道

と八代地区、二見にございますけれども、こち

らの簡易水道を上水道と統合する計画を策定い

たしております。で、これも、厚労省のほうに

提出いたしまして、補助を受ける準備はいたし

ておるのでございますが、何分、簡易水道事業

の経営のほうが脆弱でございまして、現在のと

ころ、料金回収率を６０％と設定いたしました

料金改定を平成２２年度に行いまして、２３年

の４月から料金を一部、統一料金のほうに上げ

ております。ただし、１億幾らかの繰入金のう

ち、基準内繰り入れが５１３７万、こちらは建

設改良にかかりましたところの元利償還金の２

分の１、これは、──済いません、地方交付税

で補塡されるものでございまして、ほかに６６

７０万の基準外繰り入れがある状況でございま

す。 

 なぜ起債のほうをとったかと申しますと、ち

ょっと説明長くなりましたが、２８年度を目途

に、上水道と簡易水道の統合計画を策定してい

ますものの、上水道の料金のほうが簡易水道の

料金よりも、今、安い状況でございます。１０

トン当たり、簡易水道の統合した料金のほうが

１７２０円、上水道のほうが１１３０円で、約

上水道の１.５倍の料金を取っております。そ

れにもかかわらず、その料金で維持管理費等、

いわゆる回収できているのが６０％と。で、６

０００万超の一般会計からのお助けをいただい

ている状況でございまして、補助を使えば、そ

の付近、ある程度起債のほうは圧縮できるとは

わかっておるのでございますが、上水道との統

合の際に、なかなかその辺の、今度は上水道料

金の値上げ等が発生すると考えられますもんで

すから、統合計画策定し、２８年度までにでき

なかったときに、補助金のほうの返還とかとい

うのがございましたら、ちょっと何分にも、ち

ょっと説明に苦しむものですから、今のところ

起債のほうで、辺地とか過疎債も使って、一番

率のいいような形で起債による改良事業を行っ

ているという現状でございます。 
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 以上、答えでよろしいでしょうか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 今回は、どうしてもや

むを得ない事業をされるために起債をとられた

ということで理解をしておきますが、確認だけ

したいと思うんですけど、２５年度、２６年度

に、これから将来に向けてですけど、市債のほ

うが公債費をオーバーするということはないと

いうことで理解していいですか。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。２５年度に

つきましても、泉地区、泉町の樅木地区の改良

工事をやっております。こちらのほうも、補助

でいくか、起債でいくか、検討しましたんです

が、２５年度も起債のほうをやっております。

で、しばらくは起債の借り入れよりも償還のほ

うが長い状況が続くのではないかというふうに

想定しております。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 松田水道局次長兼係

長。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

簡易水道事業につきましては、上水道でカバー

できない、主に中山間部を中心にですね、事業

を展開しております。その中でも、中山間部に

おきましては、どうしても世帯数あたりが少な

い関係で、少ない世帯数を１つの施設で賄う、

一つ一つ施設をつくらなければいけない。どう

しても事業費が高くなります。１件当たりの単

価というのが多くなります。それと、現在、ま

だ八代市におきましては、普及率というのが、

水道の普及率というのが低い状況にあります。

そういうのも含めまして、今現在、未普及地域

の解消、それから現在、一部でまだ４７施設、

今現在簡易水道あるんですが、そのうちあと８

カ所ぐらいが、ろ過施設がないような状況の、

谷川の水を飲むような状況の簡易水道施設がた

くさんあります。そういうのをですね、今、計

画的に改良を進めているとこなんですが、今、

平成３１年度をめどにですね、そういうろ過施

設あたりを整備した、水質事故がないような簡

易水道設備を改良していきたいと思ってますの

で、今現在、予定としましては、平成３１年ぐ

らいまでがですね、どうしても事業費的に上が

る可能性がありますし、今年度事業を展開して

おります樅木地区におきましては、特に高度が

高い、８００メーターぐらいの地区にありま

す、そこの樅木地区につきましては。そういう

ので、平地と違うような工事のやり方、それか

ら、何ですか、凍らないようなですね、凍結し

ないような事業の仕方をですね、考えておりま

して、どうしても平成２５年度の樅木地区につ

いては事業費が高くなっております。 

 そういうことで、平成２７年度までですね、

計画的に浄水施設をつけた立派な施設をです

ね、整備していきたいというようなことで。ま

た、ただ事業費の内容につきましては、先ほど

申しましたように補助費を使ってませんので、

事業の内容をですね、十分精査しながら、でき

るだけ事業費を抑えながらですね、今現在検討

しながら行っているところです。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。しばらくは事業

費で起債が続くということですが、現時点で１

２億２１００万ですかね、２４年度ですね、─

─あ、済いません、１２億６０００万か。１２

億６０００万。トータル、見込みとしてどれぐ

らいまでいく予定ですか。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 松田水道局次長兼係
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長。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

今のところですね、平成３１年だったかな、３

２年ぐらいをめどにですね、１５億くらいまで

上がる予定で、ちょっと今のとこで試算をして

いるところです。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。命をですね、つ

なげていくための水ですので、必要な部分には

投資をしなければならないというのは理解をし

たいというふうに思っとります。ただ、基準外

というですね、部分が大きくならないように、

そこの点を注意していただいて、これから一般

会計の地方交付税ですね、算定がえで少なくな

っていくというところも想定されていますの

で、そのあたりに留意されて経営のほう当たっ

ていただきたいというふうに思います。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で、議案第１０

２号・平成２４年度八代市簡易水道事業特別会

計決算についての質疑を終わります。（｢あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１０３号・平成２４年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計決算 

○委員長（友枝和明君） 次に、議案第１０３

号・平成２４年度八代市農業集落排水処理施設

事業特別会計決算について、歳入歳出一括して

説明を求めます。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 松本理事兼下水道総

務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） おはようご

ざいます。下水道総務課の松本です。隣が補佐

の岩坂です。どうぞよろしくお願いします。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） よろしくお願いします。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 座りまして

から説明させていただきます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） それでは、

平成２４年度八代市特別会計歳入歳出決算書の

１２７ページをお願いします。 

 まず、八代市農業集落排水処理施設事業につ

いて簡単に説明させていただきます。 

 この事業は、農村地域の衛生向上と公共水域

の水質保全を目的とし、東陽町が平成７年度か

ら１２年度まで、泉町が平成４年度から平成８

年度まで事業を行っておりまして、建設事業は

完了し、現在は使用料等の徴収業務や施設の維

持管理関係が主な業務となってます。 

 なお、東陽町と泉町を合わせました平成２４

年度末、使用可能になっております人口、いわ

ゆる普及人口は、２１５５人で、このうち使用

されている人口、いわゆる水洗化人口が１８１

８人で、水洗化率は８４.４％となっておりま

す。この水洗化率は、前年度から０.４％アッ

プしております。 

 それでは、議案第１０３号・平成２４年度八

代市農業集落排水処理施設事業特別会計決算に

つきまして御説明します。なお、歳入は決算

書、歳出は決算書と主要な施策の成果に関する

調書、以下主要施策と言わせていただきます、

――に基づき御説明いたします。また、決算額

につきましては、１０００円未満を切り捨てさ

せていただきます。 

 農業集落排水処理施設特別会計の最終ページ

になります１４２ページをお願いします。実質

収支に関する調書です。 

 歳入及び歳出総額は、同額の１億２２８万７

０００円となっており、実質収支額はゼロ円で

ございます。 

 続きまして、歳入の決算状況につきまして、
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事項別に御説明いたします。決算書の１３６ペ

ージをお願いします。 

 款１・分担金及び負担金の項１・目１・農業

集落排水事業費分担金でございますが、市の条

例に基づき、使用者に枡設置工事費の一部を負

担していただくこととしておりまして、一般世

帯につき１０万円の負担金を徴収しておりま

す。収入済額は東陽地区の３件分、３０万円で

ございます。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・目１・農業集落排水処理施設使用料

は、収入済額２８７３万１０００円で、２３年

度より２１６万１０００円の増収で、これは、

使用料改定により、２３年度から２６年度まで

段階的に使用料を上げているのが主な要因でご

ざいます。収納率では、９２.１％、この率は

２３年度より０.７％減となっております。こ

れは、昨今の経済不況によるところが大きいと

思われます。今後とも、収納率アップのため、

粘り強く使用料徴収に努めてまいりたいと思っ

ております。 

 項２・目１・農業集落排水手数料は使用料に

係る督促手数料で、収入済額２万２０００円、

延べ２２７件分でございます。 

 次に、款３・繰入金の項１・目１・一般会計

繰入金についてですが、当初予算額６６９４万

６０００円と人件費の増による補正予算額６７

万１０００円を合わせました予算額６７６１万

７０００円に対しまして、収入済額が６５４３

万２０００円で、予算額に対し２１８万４００

０円、前年度と比較しても２８１万１０００円

の減となっており、これは主に使用料の増と償

還金の減によるものでございます。 

 １３８ページをお願いします。 

 款６・市債の項１・目１・農業集落排水事業

債は、予算額７８０万円で、収入済額も同額で

ございます。これは、備考欄に記載しておりま

す農業集落排水事業の資本費平準化債でござい

ます。 

 資本費平準化債とは、借金返済の負担を後年

度の使用者に先延ばしし、資本の負担を平準化

するための起債のことでございます。 

 平成２４年度末の債務残高でございますが、

市債いわゆる借入額が７８０万円に対しまし

て、１４０ページ、款２・公債費の項１・目１

・元金の支出済額が４３８６万８０００円でご

ざいますので、差し引き３６０６万８０００

円、前年度より債務が減り、現在５億７９９１

万８０００円となっております。この債務残高

は、監査意見書の８７ページ、地方債現在高の

農業集落排水処理施設事業債の年度末現在高に

も記載しております。 

 以上、歳入分の説明とさせていただきます。 

 続きまして、歳出の決算状況について御説明

いたします。決算書の１４０ページをお願いし

ます。 

 当初予算額１億３３１万９０００円と、人件

費の増による補正予算額６７万１０００円を合

わせました予算現額１億３９９万円に対し、支

出済額１億２２８万６０００円、予算現額から

支出済額を差し引きました不用額は１７０万３

０００円となっております。 

 １４０ページ上段の款１・項１の目１・農業

集落排水事業費は、農業集落排水処理施設の使

用料の賦課・徴収や同施設の維持管理、修繕な

どに要する経費でございます。 

 まず、節２の給料から節４共済費までは、２

名の職員給与経費１３０８万円でございます。

次に、処理場やマンホールポンプの電気料や修

繕料等の需用費１０４１万６０００円や処理場

から出る脱水汚泥収集運搬料、汚泥引き抜き手

数料、異常通報システム電話料などの役務費５

２７万円がございます。節１３・委託料１１９

４万８０００円は、処理場及びマンホールポン

プの維持管理業務委託料や脱水汚泥堆肥化業務

委託料、電気保安業務委託料などでございま
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す。節１５・工事請負費９１万８０００円は、

新規マス設置工事２件分、節１９・負担金補助

及び交付金４９万６０００円は、東陽地区処理

場にあります圧送放流施設の負担金などでござ

います。節２７・公課費１９万１０００円は、

使用料等に含まれます消費税から本事業にかか

った経費に含まれます消費税を差し引いた納め

るべき消費税でございます。 

 施設の維持管理につきましては、日常点検を

強化し、故障の早期発見、修理に努め、費用の

縮減を図っていきたいと考えております。 

 それでは、主要施策に基づき、主要事業につ

いて御説明いたします。 

 ４６９ページをお願いします。４６９ページ

です。 

 農業集落排水処理施設事業は、東陽地区と泉

地区の２地区にありますので、まず、東陽地区

一般事務事業・農集から説明いたします。 

 本事業は、東陽地区農業集落排水処理施設の

適切な維持管理を行うことにより、施設の故障

などを未然に防止し、生活環境の向上を図るこ

とを目的としております。 

 具体的には、農業集落排水処理施設の使用料

の賦課・徴収、滞納整理及び施設の維持管理、

修繕などを行っております。 

 まず、中段の２４年度決算額１９６５万３０

００円についてですが、これは、汚水処理施設

関係の維持管理や修繕に要する経費でございま

す。主なものとして、汚水処理施設の電気料２

２８万４０００円、マンホールポンプ３１カ所

の電気料１０４万８０００円、汚水処理施設と

マンホールポンプ関係の修繕が合わせて２５９

万１０００円、処理施設の管理委託料６８７万

７０００円などがございます。また、汚水処理

の過程で汚泥が発生しますが、この脱水汚泥運

搬料１０３万４０００円、堆肥化のための処理

委託料１０７万円がございます。 

 不用額は、１０１万２０００円。主なもの

は、脱水汚泥量が減ったことによる運搬料の不

用額２８万８０００円や、同じく脱水汚泥量減

による堆肥化業務委託料の不用額３４万１００

０円などでございます。 

 次に、４７１ページ、泉地区一般事務事業・

農集をお願いします。 

 事業の目的、概要は、東陽地区一般事務事業

と同じでございます。 

 中段の２４年度決算額９７７万９０００円に

ついてですが、これは汚水処理施設関係の維持

管理や修繕に要する経費でございます。主なも

のといたしまして、汚水処理施設の電気料１１

２万１０００円、マンホールポンプ１６カ所の

電気料１４０万９０００円、汚水処理施設関係

の修繕料８５万８０００円、汚泥引き抜き運搬

手数料１９０万５０００円、処理施設の管理委

託料３６５万１０００円などがございます。 

 ４７０ページと４７２ページの中段をお願い

します。 

 東陽地区一般事務事業・農集及び泉地区一般

事務事業・農集の自己評価では、事業を妥当、

有効性については年間の接続件数が伸び悩んで

いることから、あまり順調ではないとしており

ますが、それぞれの地区の中心部で実施してい

る事業で、有効な生活排水処理であるため、下

段では、今後も現行どおりの実施としておりま

す。 

 以上、述べましたように、東陽地区及び泉地

区の農業集落排水処理施設の維持管理には多大

な費用がかかっておりますが、今後も適切な維

持管理を図り、経費の削減につなげていきたい

と考えております。 

 それでは、決算書に戻りまして、１４０ペー

ジをお願いします。１４０ページです。 

 款２・項１の公債費、決算額５９７７万３０

００円について御説明いたします。 

 目１・元金及び目２・利子についてですが、

それぞれ４３８６万８０００円及び１５９０万
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４０００円となっており、地区ごとの内訳は備

考欄に記載しております。なお、公債費につい

ては、平成１８年度が債務のピークで、今後は

次第に減少していく予定であります。しかし、

施設の老朽化による更新時期を迎えると、新た

な起債が必要となります。今後は、施設更新を

視野に入れた計画的な経営を目指し、使用料の

段階的な改定による増収、維持管理経費のさら

なる縮減に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、議案第１０３号・平成２４年度八代市

農業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決

算の説明とさせていただきます。 

 審議方よろしくお願いします。 

○委員長（友枝和明君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。済いません、東

陽地区と泉地区と思うんですが、この対象戸数

なりがありますか。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 岩坂下水道総務課課

長補佐兼係長。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） 農業集落排水施設処理事業の水洗化

人口、処理区内の人口からですが、処理区内の

人口は２１５５人、これは２４年度末です。そ

れから、水洗化人口は１８１８人。で、水洗化

人口は、先ほど課長が言いましたように８４.

４％ということでございます。 

○委員（前垣信三君） 済いません。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 東陽が何戸、（｢地区

ごと」と呼ぶ者あり）泉が何戸とかあります

か。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） 地区ごとですね。はい。 

○委員長（友枝和明君） 岩坂下水道総務課課

長補佐兼係長。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） はい。泉地区が世帯数で１７０世

帯、それから東陽地区が世帯数で５５８世帯。

水洗化世帯数が、泉地区が１４４世帯、それか

ら東陽地区が、同じく水洗化世帯数が４３５世

帯でございます。（｢４７０と４７２に書いて

ある」と呼ぶ者あり） 

○委員（前垣信三君） はい、いいです、は

い。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で、議案第１０

３号・平成２４年度八代市農業集落排水処理施

設事業特別会計決算について質疑を終わりま

す。 

                              

◎議案第１０４号・平成２４年度八代市浄化槽

市町村整備推進事業特別会計決算 

○委員長（友枝和明君） 次に、議案第１０４

号・平成２４年度八代市浄化槽市町村整備推進

事業特別会計決算について、歳入歳出一括して

説明を求めます。 

 松本理事兼下水道総務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 座りまして

から説明をさせていただきます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） それでは、

平成２４年度八代市特別会計歳入歳出決算書の

１４３ページをお願いします。 

 まず、八代市浄化槽市町村整備推進事業につ

いて簡単に説明させていただきます。 

 この事業は東陽町、泉町の農業集落排水事業

の認可区域以外の地区で、それぞれ平成１３年

度及び１４年度から実施しております。 
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 設置計画基数７００基に対して、２４年度ま

でに４１５基の合併浄化槽を設置しておりまし

て、設置率は５９.３％となっている状況であ

ります。 

 それでは、議案第１０４号・平成２４年度八

代市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳

出決算につきまして御説明いたします。なお、

歳入は決算書、歳出は決算書と主要な施策の成

果に関する調書、以下主要施策と言わせていた

だきます、――に基づき御説明いたします。ま

た、決算額につきましては、１０００円未満は

切り捨てさせていただきます。 

 八代市浄化槽市町村整備推進事業特別会計の

最終ページになります１５８ページの実質収支

に関する調書をお願いします。 

 歳入及び歳出総額は、同額の５６９０万７０

００円となっており、実質収支はゼロ円でござ

います。 

 続きまして、歳入の決算状況について事項別

に御説明いたします。決算書の１５２ページを

お願いします。 

 款１・分担金及び負担金の項１・目１・浄化

槽整備推進事業費分担金でございますが、合併

浄化槽を市で設置します際、条例に基づき、１

基当たり１０万円の分担金を徴収しておりま

す。当初予算額６件分６０万円に対しまして、

収入済額は、浄化槽設置工事がなかったため、

過年度の収入１万円、収入未済額８万円でござ

います。収入未済額は過年度分で、２５年度に

完納となっております。 

 次に款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・目１・浄化槽整備推進事業使用料

は、収入済額２０２８万３０００円、２３年度

より２１１万３０００円の増収でございます。

これは、使用料改定により、２３年度から２６

年度まで段階的に使用料を上げているのが主な

要因でございます。収納率は９５.２％で、２

３年度より０.６％下がっておりますが、これ

につきましては、昨今の経済不況によるところ

が大きいと思われます。今後とも、収納率アッ

プのため、粘り強く使用料徴収に努めてまいり

たいと思います。 

 項２・目１・浄化槽整備推進事業手数料は、

使用料に係る督促手数料で、収入済額１万２０

００円は１２８件分でございます。 

 次に款３・県支出金の項１・目１・浄化槽整

備推進事業費県補助金は、この事業を実施する

市町村に前年度の補助対象事業費の６.５％を

上限として県が交付するもので、予算額３５万

に対して、収入済額７７万６０００円でござい

ます。 

 次に款４・財産収入の項１・目１・利子及び

配当金は、八代市浄化槽市町村整備推進事業減

債基金条例に基づく基金の利子受け入れ分でご

ざいます。予算額６０００円に対しまして、利

子受け入れ額５０００円となっております。 

 減債ですが、将来の起債償還の償還財源とす

ることを目的として、旧東陽村及び旧泉村が積

み立てていたものを合併により継承したもの

で、平成２４年度末の基金残高は１１６２万６

０００円でございます。 

 １５４ページをお願いします。 

 款５・繰入金の項１・目１・一般会計繰入金

ですが、予算額３８６７万６０００円に対しま

して、収入済額が３５５４万８０００円でござ

います。２３年度と比較して２６７万３０００

円減額となっており、これは、浄化槽の設置工

事がなかったことが減の主なものでございま

す。 

 款７・諸収入の項１・目１・貸付金元利収入

は、旧泉村で合併前に浄化槽を整備するに当た

り、宅地内の排水設備に必要な資金を、貸し付

けを行っておりまして、その償還分で、予算額

が１万円、収入済額が７万５０００円、収入未

済額が１件、３４万７０００円でございます。

なお、資金の貸付制度は、市町村合併により廃
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止しておりまして、最終償還は２１年度までに

なっていますが、滞納者が発生しているため、

連帯保証人２人にお会いしまして交渉した結

果、滞納者本人が毎月一定額を納付することに

なり、現在、分納中でございます。 

 款８・市債の項１・目１・浄化槽整備推進事

業債は、予算額６１０万円に対しまして収入済

額ゼロ円で、これは浄化槽設置工事がなかった

ためでございます。なお、既に平成１９年度に

債務残高のピークは過ぎておりまして、２４年

度末の債務残高は１億３３０６万５０００円と

なっております。この債務残高は、監査意見書

の８７ページ、地方債現在高の浄化槽市町村整

備推進事業債の年度末現在高にも記載しており

ます。 

 以上、歳入分の説明とさせていただきます。 

 続きまして、歳出の決算状況につきまして御

説明いたします。決算書の１５６ページの下段

をお願いします。１５６の下段です。 

 予算額６５５２万３０００円に対し、支出済

額５６９０万７０００円でございます。不用額

は８６１万５０００円で、これについては後ほ

ど説明いたします。 

 １５６ページ上段の款１・項１の目１・浄化

槽総務費は、東陽町及び泉町で市が設置した合

併処理浄化槽の使用料の賦課・徴収、浄化槽の

法定検査委託、管理委託などを行うとともに、

未設置世帯への普及啓発を実施することに要す

る経費でございます。 

 まず、節２の給料から節４・共済までは、２

名分の職員給与経費１６４４万７０００円でご

ざいます。需用費７万２０００円は、使用料納

付書の印刷費でございます。節１２・役務費１

９５万４０００円は、使用料や分担金の納付

書、督促状、領収書の郵送料と浄化槽の法定検

査手数料などでございます。節１３・委託料２

４２１万５０００円は、２１４基分の浄化槽保

守点検清掃業務委託料や使用料システムの保守

業務委託料でございます。不用額１１３万２０

００円は、新規設置を予定していた浄化槽６基

分の保守点検委託料が不用になったことや、入

札残でございます。節１４・使用料及び賃借料

１７万円は、浄化槽使用料システムの使用料、

節２５・積立金５０００円は、歳入分でも説明

しましたが、旧東陽村及び旧泉村が積み立てて

いた減債基金の受取利子でございます。 

 款１・項１の目２・浄化槽整備費は、合併浄

化槽の設置工事など要する経費でございます。

節１１・需用費８万８０００円は、事務用品な

どの消耗品や公用車のガソリン代でございま

す。節１５・工事請負費ゼロ円は、７人槽の合

併処理浄化槽６基設置を見込んでいたものが、

２４年度は申請がなかったため、６７５万６０

００円全額が不用となっております。なお、２

５年度は、２４年度から２基減の４基設置を見

込んで工事費を計上しておりましたが、既に４

基済みで、さらに１基の設置申請が出ておりま

す。毎年、予算編成前に２回程度地域の方々に

設置希望を伺っておりますが、希望を取り下げ

られたり、年度途中での申請もあり、対応に苦

慮しているのが現状です。今後も、適正な設置

基数の把握に努めてまいります。 

 それでは、主要施策に基づき、事業ごとに説

明いたします。４７５ページをお願いします。

４７５ページです。 

 浄化槽市町村整備推進事業は、東陽地区と泉

地区の２地区がありますので、東陽地区一般事

務事業・浄化槽から説明します。 

 本事業は、浄化槽市町村整備推進事業区域に

おいて、市が主体となって合併処理浄化槽を設

置し、生活排水処理を行うことにより、生活環

境の向上を図るとともに、公共用水域の水質保

全を目的としております。 

 具体的には、市が設置した合併処理浄化槽の

賦課・徴収、浄化槽の法定検査委託や管理委託

などを行うとともに、未設置世帯への普及啓発
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を実施しています。 

 まず、４７５ページ中段の２４年度決算額９

４０万２０００円についてですが、これは、東

陽町に市が設置している浄化槽の法定検査や保

守点検清掃業務委託などに要する経費でござい

ます。主なものとしまして、浄化槽１５８基の

法定検査手数料５８万６０００円、使用料納付

書や督促状の郵送料１４万１０００円、浄化槽

保守点検清掃業務委託８６２万６０００円など

がございます。 

 次に、４７７ページ、泉地区一般事務事業・

浄化槽をお願いします。 

 事業の目的、概要は、東陽地区一般事務事業

・浄化槽と同じでございます。 

 中段の２４年度決算額１７０１万５０００円

についてですが、主なものとして、浄化槽２５

７基の法定検査手数料９６万３０００円、使用

料納付書や督促状の郵送料２２万円、浄化槽保

守点検清掃業務委託１５５４万６０００円など

がございます。 

 ４７６ページ及び４７８ページの中段をお願

いします。 

 東陽地区一般事務事業・浄化槽及び泉地区一

般事務事業・浄化槽の自己評価では、事業を妥

当、有効性については、年間設置件数が伸び悩

んでいることから、あまり順調でないとしてお

りますが、それぞれの地区の周辺部での実施し

ている事業で、有効な生活排水処理であるた

め、下段では、今後とも現行どおり市の実施と

しております。 

 次に、４７９ページ、東陽地区整備事業をお

願いします。 

 本事業は、浄化槽市町村整備推進事業区域に

おいて、市が主体となって合併処理浄化槽を設

置し、生活環境の向上を図ることを目的として

います。 

 中段の２４年度決算額２万８０００円は、消

耗品費、公用車のガソリン代でございます。予

算額から決算額を引いた不用額２２７万２００

０円は、浄化槽２基の設置を見込んでいたもの

が、申請がなかったため不用となった工事請負

費２２５万２０００円が主なものです。 

 次に、４８１ページ、泉地区整備事業をお願

いします。 

 事業の目的、概要は東陽地区整備事業と同じ

でございます。 

 中段の２４年度決算額６万円は、消耗品費、

公用車のガソリン代でございます。予算額から

決算額を引いた不用額４５２万７０００円は、

浄化槽４基の設置を見込んでいたものが、申請

がなかったため不用となった工事請負費４５０

万４０００円が主なものです。 

 ４８０ページ及び４８２ページの中段をお願

いします。 

 東陽地区整備事業及び泉地区整備事業の自己

評価では、事業を妥当、有効性については、年

間設置件数が伸び悩んでいることから余り順調

でないとしておりますが、それぞれ地区の周辺

部で実施している事業で、有効な生活排水処理

であり、年間数件は設置希望があるため、下段

では、今後も現行どおり市の実施としておりま

す。 

 それでは、決算書に戻りまして、１５６ペー

ジをお願いします。 

 款２・項１の公債費、決算額１３９５万２０

００円について御説明いたします。 

 目１・元金及び目２・利子についてですが、

それぞれ１１６５万円及び２３０万１０００円

となっており、地区ごとの内訳は備考欄に記載

しております。なお、公債費については平成２

５年度が償還額のピークとなり、その後は減少

していく予定でございます。 

 以上、議案第１０４号・平成２４年度八代市

浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決

算の説明とさせていただきます。 

 審議方よろしくお願いします。 
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○委員長（友枝和明君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。済いません、

ちょっと記憶に間違いがあれば違うというふう

に言っていただきたいんですが、ここの浄化槽

の設置については、年間１０基だったですか、

何基っていうのがあって、それを超えないと国

の補助金か何かの対象になるのならないのって

いうのがあったと思うんですが、そのあたりは

どうだったですかね。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 岩坂下水道総務課課

長補佐兼係長。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） はい。お答えいたします。 

 国のですね、補助事業となるためには、地区

において１０基以上の設置の申請がなければ国

庫からの支出がないということでございます。

それ以下であれば、もう国からの補助はありま

せんということです。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。今、もう１０

基以上というのは現実問題として難しいという

ことですかね。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 岩坂下水道総務課課

長補佐兼係長。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） はい。２３年度にですね、１３基の

設置がありましたけれども、それ以降、２４年

度が、多少のですね、設置したいという希望は

ございましたけれども、結果的にゼロというこ

とでございます。そして、２５年度に至りまし

ては４基の、まあ数件のですね、設置希望あり

ましたので、４件の工事費を計上しておりまし

たけれども、２５年度については５基の希望が

今現在あっているというようなことで、先ほど

課長のほうからもありましたように、件数の把

握というのはかなり難しい。 

 それで、これから先、１０基以上申請が出て

くるかどうかということに関しましては、かな

り難しい状況というふうに考えております。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。東陽さん、泉さ

ん、この燃料費について計上されておりますけ

れども、この燃料費とはどういった内訳になり

ますか。 

○委員長（友枝和明君） 岩坂下水道総務課課

長補佐兼係長。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） この燃料費につきましては、公用車

のガソリン代でございます。建設、――整備費

のほうに入れておりますのは、その地区で申請

があったときにですね、現場を見に行ったりと

か、設置に至らなくてもそのあたりの現場を見

に行くというためのですね、公用車のガソリン

代でございます。 

○委員（福嶋安徳君） わかりました、よかで

す。 

○委員長（友枝和明君） いいですか。 

 ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で、議案第１０

４号・平成２４年度八代市浄化槽市町村整備推

進事業特別会計決算についての質疑を終わりま

す。 

 午前中の審議がここまでとし、休憩いたしま
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す。午後は１時から再開をいたします。 

（午後０時０８分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（友枝和明君） それでは、休憩前に

引き続き決算審査特別委員会を再開いたしま

す。 

 審査に入ります前に、１１月７日の本委員会

で審査の際、増田委員より資料の請求がござい

ました八代ブランド戦略関係事業に関する資料

をお手元に配付しておりますので、後ほど御一

読ください。 

                              

◎議案第１０５号・平成２４年度八代市ケーブ

ルテレビ事業特別会計決算 

○委員長（友枝和明君） 次に、議案第１０５

号・平成２４年度八代市ケーブルテレビ事業特

別会計決算について、歳入歳出一括して説明を

求めます。 

○企画戦略部長（坂本正治君） はい、委員

長。 

○委員長（友枝和明君） 坂本企画戦略部長。 

○企画戦略部長（坂本正治君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）大変お

世話になります。 

 それでは、平成２４年度の八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計につきまして、まずは、総括

説明を、座らせて説明をさせていただきたいと

思います。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○企画戦略部長（坂本正治君） 御承知のよう

に、本市のケーブルテレビ事業につきまして

は、坂本、東陽、泉地区におきまして、難視聴

対策や情報格差是正を主な目的に、合併前から

実施をしている事業でございます。 

 まず、この会計の決算規模といたしまして

は、約３億円程度でございまして、うち約１億

円が運営に係る経費、残りの約２億円が整備に

要しました起債の償還であります公債費でござ

います。公債費を除きます運営に係る経費、い

わゆるランニングコストの収支状況を見ます

と、これまで収入が不足する状況が続いており

ました。そこで、経費削減のための取り組みに

よりまして、平成１８年度時点で約３４００万

円ありました不足額を、２３年度には約１００

０万円まで縮めることができました。 

 しかし、こうした経費削減対策にも限界が見

え始めてきたところから、赤字解消の手段とい

たしまして利用料金の見直しを検討し、２４年

度に料金の改定を行ったところでございます。

この料金の改定によりまして、２４年度の使用

料は約１３００万円の収入増となりまして、何

とか収支の改善ができたところでございます。 

 次に、決算額の７割を占めます公債費の状況

でございますが、２４年度は元利合計で約１億

９８００万円を償還をいたしました。この償還

は、平成３０年度までには終わる予定でござい

まして、２４年度末の元金残高は約６億６８０

０万円でございます。なお、これらの償還につ

きましては、過疎債などを活用しておりますの

で、償還額の半分ほどが地方交付税措置の対象

となっております。 

 次に、今後の課題でございますが、２４年度

は料金改定によりまして、何とかランニングコ

ストを自主財源で賄うことができましたが、今

後ますます過疎化が進みますと、加入世帯数も

減少をいたしまして、再び厳しい収支状況にな

ることが予想されております。限られた財源で

この事業を維持していくためには、さらなる歳

出削減や自主財源の確保などの検討をしていか

なければならないと考えているところでござい

ます。 

 また、機器や設備の更新時期も近づいており

ます。予算的にも、一括での機材更新は無理で

あることから、優先順位に基づく更新を進める

ことはもちろんですが、毎年度、少しずつでも
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切りかえ用の機材等を整備していくことも必要

だと考えております。 

 ケーブルテレビ事業は、最初に申し上げまし

たように、山間地域での難視聴対策や情報格差

是正を図るとともに、住民の皆さんに行政情報

や防災情報などもお知らせする重要な広報手段

でありますので、事業の存続のために何が必要

か、また、健全経営のために何をすべきか、部

内でも十分に検証してまいりたいと考えており

ます。 

 以上、総括とさせていただきます。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい、委員

長。 

○委員長（友枝和明君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）広報広聴課、

上田でございます。 

 議案第１０５号・平成２４年度八代市ケーブ

ルテレビ事業特別会計の歳入歳出決算につきま

して説明をさせていただきます。恐れ入りま

す、座らせていただいて説明をいたします。 

 歳入につきましては、平成２４年度八代市特

別会計歳入歳出決算書のほうを用いまして、そ

れから、歳出につきましては平成２４年度にお

ける主要な施策の成果に関する調書及び都市開

発基金の運用状況に関する調書・その３を用い

まして説明をいたします。なお、金額は１００

０円未満を切り捨て、１０００円単位での説明

とさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書の１６８

ページ、１６９ページをお願いいたします。 

 款１・分担金及び負担金は、予算現額７万３

０００円に対しまして、調定額１２万２０００

円、収入済額はゼロ円でございます。 

 内訳は、項１・目１・分担金、節１・ケーブ

ルテレビ受益者分担金で、新規でケーブルテレ

ビを申し込まれた事業所が、引き込み工事費の

分担金約３０万円を平成２３年度から４年間で

分割納付される予定になっておりますけれど

も、事業の経営不振によりまして、２３年度の

８カ月分４万９０００円と２４年度分の７万３

０００円、合わせて１２万２０００円が未納と

なったものでございます。なお、２５年度にな

りまして事業経営が好転したことから、２５年

７月に１２万２０００円の全額を納付されてお

られます。 

 次に、款２・使用料及び手数料は、予算現額

９１６８万８０００円に対しまして、調定額９

３６７万２０００円、収入済額８９６３万７０

００円でございます。 

 項１・目１・使用料はテレビとインターネッ

トの使用料で、予算現額９０６２万８０００円

に対しまして、調定額９２６０万２０００円、

収入済額８８５６万６０００円でございます。 

 節１・ケーブルテレビ使用料は、予算現額５

９１３万９０００円に対しまして、調定額５９

９６万２０００円、収入済額５６６２万８００

０円で、収入未済額が３３３万４０００円でご

ざいます。内訳を右側の備考欄に記載いたして

おります。収入済額の内訳は現年度分が５６１

２万５０００円で、収入率９８.５％、過年度

分が５０万２０００円で、収入率１７％でござ

います。収入未済額の内訳は現年度分が８７万

７０００円、過年度分が２４５万６０００円で

ございます。節２・インターネット使用料は、

予算現額３１４８万９０００円に対しまして、

調定額３２６３万９０００円、収入済額３１９

３万８０００円で、収入未済額が７０万１００

０円でございます。備考欄になりますが、収入

済額の内訳は、現年度分が３１８１万７０００

円で、収入率９９％、過年度分の収入済額が１

２万円で、収入率２４.５％でございます。収

入未済額の内訳は現年度分が３２万８０００

円、過年度分が３７万２０００円でございま

す。 

 滞納への対策でございますが、まず、１カ月
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を過ぎますと、督促通知を出しております。ま

た、３カ月分以上の滞納者には催告通知を送

り、支払いに応じられない場合には停波通知、

――電波を停止しテレビが見れなくなりますよ

という通知を送付いたしております。それでも

応じられない場合は実際に停波をしておりまし

て、２４年度は１２世帯を停波いたしました。

停波をいたしますと、ほとんど支払いに応じら

れますけれども、生活困窮などの理由から分割

納付されるケースが多い状況でございます。 

 次に、項２・手数料でございますが、予算現

額１０６万円に対しまして、調定額及び収入済

額が１０７万円でございます。 

 目１・手数料、節１・放送手数料は予算現額

１０１万円に対しまして、調定額及び収入済額

が９６万８０００円でございます。これは、テ

レビショッピングを２番組放送しておりまし

て、その放送手数料が払い込まれたものでござ

います。ジャパネットデラックスチャンネル放

送手数料が４２万円、ジュピターショップチャ

ンネル放送手数料が５４万７０００円でござい

ます。節２・督促手数料は、予算現額５万円に

対しまして、調定額及び収入済額が１０万１０

００円でございます。これは、使用料の滞納に

係ります督促手数料になります。 

 次に、款３・財産収入でございますが、予算

現額４３万５０００円に対しまして、調定額及

び収入済額が５３万円でございます。内容は伝

送路貸付料で、東陽地区と泉地区におきまし

て、携帯電話の不通話解消のために、伝送路の

空き領域をＮＴＴドコモとＫＤＤＩに貸し出し

ているものでございます。 

 次に、款４・繰入金は歳入の不足分を一般会

計から繰り入れているものでございまして、予

算現額２億４８８万３０００円に対しまして、

調定額及び収入済額が１億９３８８万円でござ

います。 

 １７０ページと１７１ページをお願いいたし

ます。 

 款５・繰越金は予算現額１０００円に対しま

して収入済額ゼロ円でございます。 

 款６・諸収入は、予算現額２０００円に対し

まして、調定額及び収入済額が５０万６０００

円でございます。その内訳は、項２・目１・節

１・雑入になりますが、支障移転補償料４３万

９０００円が主なものでございます。支障移転

補償料は、国道や県道の道路改修工事などが行

われる場合に、ケーブルテレビ用の電柱や伝送

路を一時的に移動した分の補償料で、国や県か

ら支払われたものでございます。 

 表の一番下になります。歳入の合計でござい

ますが、予算現額２億９７０８万２０００円に

対しまして、調定額が２億８８７１万１０００

円、収入済額が２億８４５５万４０００円、収

入未済額が４１５万７０００円となっておりま

す。 

 以上が収入の状況でございます。 

 次に、歳出について説明をいたします。 

 主要な施策・その３の４８４ページをお願い

いたします。表の右側が歳出になります。 

 科目１・ケーブルテレビ事業費は予算額９８

５６万９０００円に対しまして、決算額が８６

０４万２０００円で、執行率が８７.３％でご

ざいます。 

 科目２・公債費は、予算額１億９８５１万３

０００円に対しまして、決算額が１億９８５１

万２０００円でございます。 

 歳出の合計が、予算額２億９７０８万２００

０円に対しまして、決算額が２億８４５５万４

０００円でございます。 

 その下になりますが、歳入歳出差し引き額ゼ

ロ円、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、実質

収支額ゼロ円でございます。 

 歳出の主な内容を説明いたします。 

 次のページ、４８５ページをお願いいたしま

す。 
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 ケーブルテレビ事業費は、ケーブルテレビ事

務事業と、次のページになりますが、ケーブル

テレビ維持管理事業からなっております。 

 まず、ケーブルテレビ事務事業を説明いたし

ます。 

 ケーブルテレビでは、地上波放送のＮＨＫや

ＲＫＫなどの民間放送、ＢＳやＣＳの衛星放送

のほかに、地域情報をお知らせする自主番組を

放送いたしております。その自主番組の制作を

委託したり、その番組内容を審議していただく

番組審議会を開催いたしております。また、ケ

ーブルテレビ事業の管理運営状況につきまして

審議をしていただく管理運営審議会を開催して

おりまして、それらがこの事務事業に該当いた

します。 

 中ほどになりますが、平成２４年度の予算額

３６８１万５０００円に対しまして、決算額が

３４５２万８０００円でございます。財源は全

額事業収入でございます。 

 支出の主な内容でございますが、まず、自主

放送番組制作委託に１４１８万８０００円を支

出いたしました。これは、坂本、東陽、泉にお

ける行事やイベントなどを取材・編集した番組

の制作や、市役所などからのお知らせを文字や

音声で編集した番組の制作を委託したものでご

ざいます。平成２３年度までは地域ごとに別々

の事業所に委託しておりましたが、２４年度は

番組制作のレベルアップなどを目的にコンペを

行い、１つの事業所に委託をするようにいたし

ました。 

 次に、システム利用料といたしまして２９８

万７０００円を支出いたしました。これは、イ

ンターネット接続サービスに必要な機器のリー

ス料になります。 

 また、衛星放送のＣＳ放送受信料としまし

て、１２４５万７０００円を支出いたしまし

た。ＣＳ専門番組１０チャンネル分の年間受信

料でございます。 

 右側のページになります。事務事業の自己評

価では、妥当、有効というふうにしておりま

す。現状分析等の欄に記載しておりますが、現

状のサービス継続を望む声が多く、難視聴対策

と情報格差是正のためには、当面、行政におい

て管理運営を行っていく必要がある。番組審議

会で出された意見を参考に、自主番組の内容改

善が図られている。また、管理運営審議会から

の答申を受け、料金改定など経営改善を行って

きている。自主番組制作など一部の業務は既に

民間委託を実施しているところである。また、

ケーブルテレビの運営経費、ランニングコスト

については、受益者負担を原則に、利用料金の

改定を行っているところである。今後、ケーブ

ルテレビ全般の民間委託等の可能性について検

討していく必要があるとしておりまして、下の

ほうの表になります事務事業の今後の方向性

は、民間委託等の検討はありますものの、当面

は現行どおり、市による実施といたしておりま

す。 

 続きまして、次のページ、４８７ページをお

願いいたします。ケーブルテレビ維持管理事業

になります。 

 文字どおり、機器・設備の維持管理に関する

ものでございまして、予算、決算額は中ほどに

なりますが、予算額３９４５万４０００円に対

しまして、決算額が３１６０万８０００円でご

ざいます。財源は全額事業収入でございます。 

 主な支出の内容でございますが、まず、伝送

路修繕工事に１６６万３０００円を支出いたし

ました。これは、坂本と泉地区において、落雷

などのために破損した伝送路光ケーブルの修理

を行ったものなどでございます。 

 また、ケーブルテレビ施設設備維持管理業務

委託としまして１０７５万５０００円を支出い

たしました。これは、坂本、東陽、泉の各放送

センターにあります機材や機器の点検及び各地

域内に整備しております伝送路の維持管理、保
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全工事を委託したものでございます。 

 次に、システム保守委託としまして５０４万

円を支出いたしました。これは、加入されてい

る会員のデータ管理やプロビジョニングシステ

ム、――これは会員宅に設置しております通信

機器を制御するシステムになります――の保守

委託や、インターネット接続サービス業務の保

守委託をしたものでございます。 

 次に、共架料としまして７７５万７０００円

を支出いたしました。ケーブルを敷設するため

に九電とＮＴＴの電柱を借用している分の使用

料でございます。 

 右側のページになります。事務事業の自己評

価では、妥当、有効としております。現状分析

等では、前のケーブルテレビ事務事業のほうで

の内容と重複しますので一部省略いたします

が、当面は行政の関与が必要で、既存の機械設

備の更新とあわせ、日々進歩する情報技術に即

した整備も必要としております。 

 下のほうの表になります。今後の方向性は、

民間委託等の検討はありますものの、当面は現

行どおり市による実施といたしております。 

 以上が、ケーブルテレビ事業費の説明でござ

います。 

 最後に、公債費の状況について説明をいたし

ます。 

 恐れ入ります、もう一度決算書の１７２ペー

ジと１７３ページをお願いいたします。 

 中ほどになります。款２・公債費でございま

すが、支出済額が１億９８５１万２０００円で

ございまして、内訳が、元金の支出済額１億８

８４５万７０００円と利子が１００５万４００

０円となっております。 

 起債の償還は、部長のほうからも申し上げま

したが、平成１５年度から償還を行っておりま

して、平成３０年度に終わる予定でございま

す。２４年度末の元利残高が６億９０６７万１

０００円となっております。なお、元利償還金

の半分ほどが地方交付税措置の対象となってお

ります。 

 以上、平成２４年度八代市ケーブルテレビ事

業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただ

きます。 

 御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（友枝和明君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） １６９ページ、この右

側の空白部分上の３行、収入済額をゼロも何も

入ってないけど、これ、何でですか。何も書い

てない、収入済額のとこの３行分が。ほかは全

部ゼロ入ってるんですよね、何もないときに

は。さっきの説明では、ここ収入なくて後ほど

１２万２０００円は入りましたとか、このゼ

ロ、ただ記載ミスですか。 

○会計管理者兼会計課長（有田俊二君） 済い

ません。 

○委員長（友枝和明君） 有田会計課長。 

○会計管理者兼会計課長（有田俊二君） 申し

わけありません、これは決算書の記載ミスにな

ります。申しわけありません。これはゼロを、

はい、申しわけありません。 

○委員（増田一喜君） よかでしょうか。 

○委員長（友枝和明君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） これは調書ですけど、

調書の４８５、ケーブルテレビ事務事業、この

主要な施策の成果というところで、自主放送番

組制作委託１４１８万８０００円ですけど、こ

れ、出してありますけど、これ、自主放送ちゅ

うて、これ、職員さんのほうで制作でけぬとで

すか。そうするともっと安くできるんじゃない

ですか。何かそんな気がするけど、素人考え

で。制作するとは、何かプロ、プロちゅうかそ

ういうところに頼むわけでしょう。それを職員

さんの手ではできないんですか。 
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○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。自主番

組につきましては、これは合併以前からです

ね、制作をして流しているものなんですけれど

も、坂本、東陽、泉、それぞれで、ある程度技

術的なですね、能力のあられる方を地元でそれ

ぞれ雇って任せておられたということなんです

ね。スタッフにつきましては合併後もですね、

一応、おおむね当時スタッフでおられた方を今

もお願いしてるというような状況でございまし

て、職員のほうで、――そうですね、現在スタ

ッフが５名のスタッフでやっておりますので、

職員でやるよりも経費的にはですね、かなり少

ない経費でできてるんではないかなというふう

に思います。 

○委員長（友枝和明君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 職員さんがすればもっ

とかかるんですか、ということは。プロちゅう

か、専門にしてる人がすればこれだけの経費で

済むけれども、職員さんが制作し出したら、も

っとこれより予算ちゅうのは、経費ちゅうのは

かさむっちゅうことですか。私、単純に考えれ

ば自分たちのところの職員さんがやればもっと

……。 

○委員長（友枝和明君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。一応、

業務量といたしましては、いわゆる通常の仕事

をやりながらですね、取材に行ったり編集をし

たりというような感じでできるような量ではな

くてですね、やっぱり取材なり編集なり、ある

いは番組を流したりとか、そういうのに結構

な、やっぱり時間が必要になるものですから、

専属でやらないといけないというだけの、やっ

ぱり業務量があるものですから。１４００万で

すので、これが５名なのでですね、１人３００

万ぐらいの経費になっておりますけれども、職

員が専属でやるとですね、もっとやっぱり経費

がかかってしまうということになるというとこ

ろです。 

○委員長（友枝和明君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 別に、それで、専属で

職員さん、それは専門につけてもいいんじゃな

いかなという気はするんですけどね。ほかの業

務じゃなくても、制作業務だけをやってもらう

と。すると職員の給料で済むわけでしょ。そう

いうことからすると、経費は安くなりゃせぬか

なと、素人目ですけれども、そう思ったもんだ

から聞いてみたんですけど。そういう方法ちゅ

うのはとれないんですか。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。一応、

今、自主制作番組のほう、５名で、５名のスタ

ッフがやっているというふうに申し上げまし

た。で、年間１４００万の予算でございますの

で、１人当たり、単純に割るとですね、３００

万弱という経費になります。職員が専属で、５

名の職員がやるとですね、とても１４００万の

経費ではできないというふうに思っておりま

す。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済いません、関連です

が、今、５名とおっしゃったのは、たしか坂本

の何とか小学校のところにありますよね。あそ

こ、たしか２名でだったかな。あと、東陽とか

泉、それぞれ分かれておいでっとですか、配置

は。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。おっし

ゃるとおりでですね、放送センターがそれぞれ

に、坂本と東陽と泉にそれぞれにあります、は

い。坂本のほうは、今おっしゃいましたよう

に、田上小学校の施設を使ってるんですけど

も、坂本に２名、それから東陽と泉がですね、
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合わせて３名のスタッフでやっております。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） わかりました。これ

は、委託先はどこなんですか。どっかがまとめ

て一括で受託されるとですかね。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。平成２

４年度につきましては、九州総合サービスさん

のほうが、コンペをしてですね、そちらに決定

をいたしまして、１年間は九州総合サービスの

ほうに一括して委託をいたしました。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 今、１年間とおっしゃ

ったのは１年ごとの更新という意味ですか。そ

れとも、２４年度はそうだったけど、２５年以

降はどうされるとですか。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。一応、

１年間の委託ということでですね、２４年度の

当初にコンペをいたしまして、２５年度はです

ね、再度コンペをし直してですね、テレビやつ

しろのほうに変更になっております。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） テレビやつしろちゅう

と、あのひこいちテレビかな。いや、ひこいち

テレビは、ほら…… 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済いません、はい。ひ

こいちテレビは１０チャンネルで、要は市内の

いろんな行事や何かを放送しとるじゃないです

か。その線自体は、回線自体は東陽とか泉とか

そっちのほうには発信ができないんですか。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。実は、

２４年度のですね、途中で、衛星放送でＣＳ番

組を流しておりますけども、そちらが、今の状

態では、来年の４月から、衛星からですね、受

信ができないというような事態になってしまっ

た関係で、来年度はテレビやつしろさんとつな

いでですね、テレビやつしろさんのほうからＣ

Ｓ番組は提供してもらうという予定で、今、進

めているところです。ですから、来年度からは

つながるというふうに御理解いただければと思

います。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。テレビやつしろ

さんで、結構八代市内の行事ですとか、例えば

議会の中継とかもやってますよね。このあたり

があれば、今、それぞれの地元のいろんな行事

を紹介され、制作をされとっとですが、このあ

たりをテレビやつしろさんのほうでされとるも

のを放送すりゃ済むわけですよね、単純に。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。現在は

ですね、テレビやつしろさんのほうに自主番組

のほうを委託をしておりまして、──ただ、ス

タッフはですね、以前のスタッフが、それぞれ

の坂本、東陽、泉、それぞれの地域の行事とか

イベントを取材して番組をつくってるんです

ね。で、ひこいちさんのスタッフさんは、こっ

ちの、主に平野部の行事、イベント関係を取材

されるというような形されておりまして。た

だ、番組自体はですね、坂本、東陽、泉地域で

も、こちらの平野部の取材でつくられた番組も

ですね、幾つかは流しておられるというような

状況になってます。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） あんまり詳しくは聞き

ませんが、要は、テレビやつしろに変わられた

時点、要は２５年度かな、２５年度の分は、前
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におられた職員さんというのか、その人たちは

かわったんですか、そのままおるんですか。２

４年度におられた分。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。ほぼ前

のスタッフがそのまま、引き続き、テレビやつ

しろさんのスタッフみたいな形でやっておりま

す。 

○委員（前垣信三君） はい、いいです。 

○委員（増田一喜君） じゃ、もういっちょよ

かですか。 

○委員長（友枝和明君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 今、泉、東陽、坂本の

ほうで、このケーブルテレビはありますけれど

も、八代のほう、平野部、鏡、千丁もあります

けども、平野部でインターネットを利用するよ

うなこういう設備ちゅうのはできないんですか

ね。前にちらっと聞いたときには費用が物すご

いかかるからなかなか難しいと言われるけど、

テレビやつしろさんですか、今、市内のほうは

されてるみたいだけども、平野部全体にやるち

ゅうことは全く不可能なんですかね。一応、や

っぱり安くインターネットを見たい、つなぎた

いという希望もあるもんだからですね。そうい

うところは全く考えられないんですか。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。山間地

域でのケーブルテレビ事業というのが、一つ

は、まずはテレビの地上波が受信できないと、

いわゆる難視聴地域というのがございます。そ

れと、インターネット通信系のですね、インタ

ーネットのほうは、民間の事業者はなかなか採

算がとれないので整備をしてくれないというよ

うな部分があるもんですから、その両方を解消

するということで、総務省のほうの補助事業

が、一つはあったのもあってですね、３町村、

３村で取り組まれたという状況なんですね。 

 平野部については、もういわゆる民間の事業

所のほうが、十分採算がとれるもんですから整

備をしておりますが、こちらのほうに、例えば

市のほうで拡張するという形をとる場合には、

恐らく補助金が出ないということで、かなりの

もちろん費用、――先ほどですね、申し上げら

れましたように費用がかかりますし、自前でや

るっていうことには非常に無理があるというふ

うに考えております。 

○委員長（友枝和明君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 合併前だったら、その

自治体でやられたからいいんですよ。合併して

しまったら、今度、平野部とちょっと差がある

んじゃないかなちゅう部分があるもんだからで

すね。それを何とか解消できればと思うんです

けれども、やっぱり予算的に無理なのかなと。

テレビやつしろさんがもっと加入者がふえて、

どんどん利益が上がれば広くなるんじゃないか

なというようなお話はされたけれども、そうい

う期待はできないんですかね。はい、わかりま

した。 

○委員長（友枝和明君） ありませんか。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 百田委員。 

○委員（百田 隆君） はい。赤字が続いとる

ですたいね。その中で、この放送手数料ですか

ね、を活用して幾らか収入賄われておられます

が、このほかには考えられませんか。赤字を解

消するための方策として、何かほかには考えら

れませんか。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。一応、

そうですね、まず公債費、起債の償還につきま

しては、半分ほどはですね、地方交付税の対象

になっているというのがございますし、政策的

に、先ほども申し上げましたが、難視聴対策と
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かですね、そういうことで、政策的に取り組む

内容というようなこともございまして、起債の

ほう、公債費はですね、もちろんなるだけカバ

ーができたほうがいいとは思うんですけれど

も、少なくとも維持管理ですね、運営のほうに

関しては、これは経費を使用料で賄えるように

というようなことで、一つは、経費削減の取り

組みをやってきまして、それでもなかなか難し

いということで２４年度に料金改定をさせてい

ただきました。そのときにインターネットの料

金を上げさせていただいて、結果的には４６０

万ほどの収入が多かったというような、そうい

う状況になっております。 

 もっと、そうですね、一つは、もっともっと

経費を削減すると相対的に収入が上回ってきま

すので、経費削減の取り組みを、またさらにし

ないといけないなというふうに考えているとこ

ろです。 

○委員（百田 隆君） はい、わかりました。 

○委員長（友枝和明君） ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） はい。 

 以上で、議案第１０５号・平成２４年度八代

市ケーブルテレビ事業特別会計決算についての

質疑を終わります。（｢ありがとうございまし

た」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１０６号・平成２４年度八代市診療所

特別会計決算 

○委員長（友枝和明君） 次に、議案第１０６

号・平成２４年度八代市診療所特別会計決算に

ついて、歳入歳出一括して説明を求めます。 

 本田泉支所市民福祉課長。 

○泉支所市民福祉課長（本田正剛君） はい。

泉支所市民福祉課長の本田でございます。座っ

て説明させていただきます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○泉支所市民福祉課長（本田正剛君） それで

は、議案第１０６号・平成２４年度八代市診療

所特別会計歳入歳出決算について御説明を申し

上げます。 

 これは、泉地域に開設しております椎原診療

所、下岳診療所、そして歯科診療所の管理運営

に係る決算でございます。 

 それでは、八代市特別会計歳入歳出決算書の

１７８ページをお開きください。 

 なお、決算書は円単位で記載されております

が、１０００円単位で御説明申し上げます。１

７９ページ最後の行、左側でございます。 

 収入済額、８２３９万４０００円で、予算現

額に対する割合は９２.２％で、調定額に対す

る割合は１００％となっております。 

 次に、１８１ページをお願いいたします。 

 最後の行、左側が歳出合計でございます。支

出済額は８２３９万４０００円で、予算執行率

は９２.２％となっております。 

 それでは、次に内容についての説明ですが、

歳入につきましては、八代市特別会計歳入歳出

決算書で、歳出につきましては、平成２４年度

における主要な施策の成果に関する調書・その

３にて御説明いたします。 

 まずは、歳出から御説明いたします。主要な

施策の成果に関する調書、４９１ページをお願

いいたします。 

 椎原診療所一般管理事業は、五家荘地域の住

民の健康保持と健康福祉の増進並びに地域医療

の確保を図ることを目的とする事業でございま

して、決算額は１３４１万５０００円を支出し

ております。 

 その内訳の主なものとしましては、看護師１

名、医療事務員２名の臨時職員賃金に３０８万

９０００円、患者送迎運転手業務委託経費に１

７１万６０００円を支出しております。これ

は、椎原診療所を設置している五家荘地域で

は、一部の地域を除いて公共交通機関がないた

めに、患者の巡回送迎を行う運転業務を委託し
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ている経費でございます。 

 次に、レセプト点検及び請求事務の医療事務

業務委託経費に７７万９０００円、保守委託料

を含めたところの医療事務システムリース経費

に７１万５０００円、患者輸送車更新に３０９

万８０００円を支出しております。これは、こ

れまで使用しておりました患者送迎車が購入後

１２年を経過し、走行距離も１６万キロを達成

しましたので、患者さんの安全確保のために、

新たに患者送迎車を購入したものでございま

す。財源としましては、補助率２分の１のへき

地診療所設備整備費補助金を充てております。 

 それでは次に、４９３ページをお願いしま

す。 

 ４９３ページの下岳診療所一般管理事業です

が、医療の質を維持し、安心・安全な医療を提

供ができるよう下岳診療所の良好な運営に努め

ることを目的とする事業でございます。 

 決算額は２０９７万７０００円を支出してお

ります。その内訳の主なものとしましては、兼

任管理委託に１５７０万円を支出しておりま

す。これは、医師及び看護師２名、放射線技師

１名を含めた業務を八代郡医師会へ委託してい

る経費でございます。 

 次に、医療事務システムリース経費につきま

しては３５万２０００円の支出となっておりま

すが、ここに保守委託料の２４万５７００円が

計上されておりませんでしたので、計は５９万

７９９６円となります。ここにつきましては、

御訂正をお願いいたします。大変申しわけあり

ませんでした。 

 次に、Ｘ線撮影装置更新に２５７万２０００

円を支出しております。これは、これまで使用

しておりました機器が購入後２８年経過し、撮

影した画像が鮮明でないため、新たに撮影装置

を購入したものです。次の解析機能付心電図更

新の７１万４０００円の支出につきましても、

購入後１０年を経過し、表示が見づらいため、

新たに心電計を購入したものであります。医療

機器購入の財源といたしましては、補助率２分

の１のへき地診療所設備整備費補助金を充てて

おります。 

 それでは次に、４９５ページをお願いいたし

ます。 

 歯科診療所一般管理事業は、歯科診療所で泉

町地域の住民の歯の健康回復に努めることを目

的とする事業でございまして、決算額は、兼任

管理委託に２２８万８０００円を支出しており

ます。これは、柿迫地区に設置しております泉

歯科診療所の管理運営を八代歯科医師会へ業務

委託をしているものでございます。 

 それでは次に、椎原診療所医師の人件費につ

いて御説明いたします。 

 特別会計決算書のほうをお願いいたします。

ページは１８８ページと１８９ページになりま

す。 

 第１款・総務費、項１・総務管理費、目１・

一般管理費、節２・給料４１４万４０００円、

節３・職員手当等９２４万４０００円、節４・

共済費は支出済額のうち１３９万６０００円

で、合計１４７８万４０００円が椎原診療所の

医師の１名分の人件費でございます。 

 以上で歳出の説明を終わらせていただきま

す。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。 

 歳入につきましては、引き続き八代市特別会

計歳入歳出決算書に基づきまして説明いたしま

す。決算書１８４ページ、１８５ページをお願

いいたします。 

 金額につきましては、右のページの右から４

列目の収入済額で申し上げます。 

 第１款・診療所事業収入、項１・診療収入、

目１・保険収入、節１・保険診療報酬では、収

入済額３５７０万８０００円でございます。そ

の内訳としましては、右の備考欄にありますと

おり、保険収入が椎原診療所１８７４万８００
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０円、下岳診療所１６６５万４０００円、歯科

診療所３０万５０００円となっております。こ

れにつきましては、泉地域全体の人口減少に伴

いまして、収入額も年々減少傾向にあります。 

 次に、目２・一部負担金収入、節１・一部負

担金収入では、収入済額６２８万２０００円と

なっております。これは利用者が窓口で支払わ

れる個人負担金でございます。内訳は、椎原診

療所が３３０万５０００円、下岳診療所が２９

４万３０００円、歯科診療所が３万３０００円

となっております。 

 第２款・使用料及び手数料、項１・使用料、

目１・診療所使用料、節１・診療所使用料、収

入済額１２万６０００円、これは下岳診療所医

師住宅使用料でございます。 

 項２・手数料、目１・診療所手数料、節１・

診療所手数料、収入済額９４万８０００円、こ

れは予防接種手数料及び診断書作成等でござい

ます。 

 第３款・県支出金、項１・県補助金、目１・

へき地診療所県補助金、節１・へき地診療所運

営費補助金、収入済額５４２万５０００円、こ

れは椎原診療所運営費補助金でございます。節

２・医療施設等整備費補助金、収入済額２６４

万５０００円、内訳は、Ｘ線撮影装置及び解析

機能付心電計購入の補助金が１９４万２０００

円、患者送迎車購入の補助金が７０万３０００

円でございます。 

 第４款・繰入金、項１・一般会計繰入金、目

１・一般会計繰入金、節１・一般会計繰入金、

収入済額２８５４万２０００円。これは一般会

計からの繰入金でございます。 

 第５款・繰越金、項１・繰越金、――失礼し

ました、目１・繰越金、節１・繰越金、繰越金

はありませんでした。 

 第６款・諸収入、項１・雑入、目１・雑入、

節１・売上収入、収入済額２２万４０００円、

これは椎原診療所の余剰電気売上収入でござい

ます。節２・雑入、収入済額１９万１０００

円、これは長寿社会づくりソフト事業交付金で

ございます。 

 次に、第７款・市債、項１・市債、目１・診

療所事業債、節１・診療所事業債２３０万円、

これは先ほど県補助金のところで申し上げまし

た医療施設整備事業に係る分でございます。 

 以上、歳入合計、収入済額８２３９万４００

０円でございます。 

 最後に、１９２ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額ともに８２３９万４００

０円で、歳入歳出差引額はゼロ円でございま

す。翌年度へ繰り越すべき財源はございません

ので、実質収支額もゼロ円でございます。 

 以上、平成２４年度八代市診療所特別会計歳

入歳出決算についての説明を終わらせていただ

きます。 

 御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（友枝和明君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。済いません、僻

地手当っていいますか、収入のほうで県からの

支出金がございますが、歯科診療分の割合って

いうんですかね、歯科診療分に対して、県から

手当てをされている分っていうのはどれぐらい

ありますか。 

○泉支所市民福祉課長（本田正剛君） 歯科診

療所については…… 

○委員長（友枝和明君） 挙手をお願いしま

す。 

○泉支所市民福祉課長（本田正剛君） 済いま

せん。 

○委員長（友枝和明君） 本田泉支所市民福祉

課長。 
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○泉支所市民福祉課長（本田正剛君） はい。

歯科診療所につきましては補助金等はございま

せん。これは椎原診療所のみということになっ

ております。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。では、下岳診療

所と歯科診療所については、へき地診療所県補

助金の対象外ということで理解させていただい

ていいですか。 

○委員長（友枝和明君） 本田泉支所市民福祉

課長。 

○泉支所市民福祉課長（本田正剛君） 申しわ

けありません、下岳診療所につきましては補助

金の対象となっております。歯科診療所のみが

対象となってないということです。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。今、特別会計の

意見書のほうですね、監査委員のほうから出さ

れている意見書のほうを見て質問をしたんです

けども、歯科診療のほうが、１日平均患者数が

０.７人ということですので、本事業のあり方

を含めて、適正な管理運営に努めていただきた

いということで意見が述べられております。 

 私のほうも、非常に言いにくい話ではあるん

ですけれども、地域の方々と意見交換をしてい

ただいて、泉歯科診療所のですね、経営をどう

していくのかというところを、やっぱり踏み込

んで議論していく時期に来ているというふうに

私も思いますので、そのあたりをしっかり取り

組んでいただきたいと要望させていただきま

す。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員の要望とし

て対応をお願いしたいと思います。 

 本田泉支所市民福祉課長。 

○泉支所市民福祉課長（本田正剛君） 今、議

員さんの意見も参考にさせていただきまして、

今後また、歯科診療所の運営については考えて

いきたいと思っております。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で、議案第１０

６号・平成２４年度八代市診療所特別会計決算

についての質疑を終わります。（｢ありがとう

ございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１０７号・平成２４年度八代市久連子

財産区特別会計決算 

○委員長（友枝和明君） 次に、議案第１０７

号・平成２４年度八代市久連子財産区特別会計

決算について、歳入歳出一括して説明を求めま

す。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 橋口農林水産部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、平成２４年度の八代市久連子財産

区特別会計並びに椎原財産区特別会計の総括を

させていただきます。座って説明いたします。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 初めに、久連

子財産区の概要でございますが、久連子財産区

は、昭和２９年１０月の泉村合併の際に、旧久

連子村の村有林を財産区として設立されてお

り、泉町久連子地区に山林約１８４ヘクタール

を保有し、その管理運営が行われております。 

 山林の内訳としましては、広葉樹はクヌギが

主で面積が約１１４ヘクタール、針葉樹が約７

０ヘクタールとなっており、針葉樹は杉、ヒノ

キが主で、樹齢が２０年から５０年生、約３０

ヘクタールが財産区独自の所有で、残り８０年

生の４０ヘクタールは国との分収契約による山

林でございます。 

 国との分収契約による山林は８０年生と既に
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伐期齢に達しておりますが、搬出などに経費な

どがかかり、現在まで処分されていない状況で

すので、今後、財産管理会九州森林管理局八代

南部森林管理署などと皆伐または間伐で実施す

るか協議する計画です。 

 続きまして、椎原財産区特別会計の総括でご

ざいますが、椎原財産区は久連子財産区同様、

昭和２９年１０月の泉村合併の際に、旧椎原村

の村有林を財産区として設立されております。

泉町椎原地区に山林約８９ヘクタールを保有

し、その管理が行われております。 

 所有林の内訳としましては、広葉樹が約４ヘ

クタール、針葉樹が杉、ヒノキが主で面積約８

５ヘクタールとなっており、針葉樹は林齢２０

年から５０年生、うち、４１ヘクタールが国及

び熊本県林業公社との分収契約による山林でご

ざいます。今後とも、間伐などを実施しながら

適正な管理を行う計画となっております。 

 以上、久連子及び椎原財産区の総括とさせて

いただきます。詳細につきましては、引き続

き、濱本水産林務課長より御説明申し上げま

す。 

 よろしく御審議方お願いいたします。 

○委員長（友枝和明君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。よろし

くお願いいたします。座らせて説明させていた

だきます。 

○委員長（友枝和明君） どうぞ。 

○水産林務課長（濱本 親君） それでは、事

務事業評価表に沿って、事務事業名、内容、決

算額、自己評価、今後の方向性を説明いたしま

す。 

 平成２４年度における主要な施策の成果に関

する調書・その３をごらんください。４９９ペ

ージをお願いします。 

 事務事業名、久連子財産区一般管理事業でご

ざいますが、これは久連子財産区有林及び基金

の管理、地区内の活性化に向けた事業計画の立

案及び実施を目的としています。 

 平成２４年度の事業内容は、土地売払収入で

９５万６７８６円ございます。これは、国土交

通省の工事で久連子第８砂防堰堤工事に係る用

地約３９８７平方メートルの売り払いでござい

ます。 

 電気料支払いとして３万７８１５円です。こ

れは防犯灯の電気代でございます。 

 報酬支払いとして７万６７００円でございま

す。これは年２回開催する管理会委員の報酬で

ございます。 

 決算額としましては４９７ページをごらんく

ださい。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入

総額１０６万４０００円、歳出総額１２万１０

００円で、実質収支額は９４万３０００円とな

っております。 

 続きまして、５００ページの下のほうの今後

の方向性ですが、財産区の廃止については、管

理会の意思決定が必要であり、市が単独で決定

できるものではないため、今後も現行どおり市

により実施としております。 

 以上が、平成２４年度久連子財産区特別会計

歳入歳出決算でございます。 

 よろしく御審議お願いいたします。 

○委員長（友枝和明君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） なければ、以上で、

議案第１０７号・平成２４年度八代市久連子財

産区特別会計決算についての質疑を終わりま

す。（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あ

り） 

                              

◎議案第１０８号・平成２４年度八代市椎原財

産区特別会計決算 

○委員長（友枝和明君） 次に、議案第１０８

号・平成２４年度八代市椎原財産区特別会計決
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算について、歳入歳出一括して説明を求めま

す。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） 座らせて説明

させていただきます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○水産林務課長（濱本 親君） それでは、事

務事業評価表に沿って、事務事業名、内容、決

算額、自己評価、今後の方向性を説明いたしま

す。 

 平成２４年度における主要な施策の成果に関

する調書・その３をごらんください。５０１ペ

ージをお願いします。 

 事務事業名、椎原財産区一般管理事業でござ

いますが、これは椎原財産区有林及び基金の管

理、地区内の活性化に向けた事業計画の立案及

び実施を目的としております。 

 平成２４年度の事業内容は、報酬支払いとし

て５万３１００円です。これは年２回開催する

管理会委員の報酬です。 

 決算額としましては、４９８ページをごらん

ください。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入

総額１５万５０００円、歳出総額５万４０００

円で、実質収支額は１０万１０００円となって

おります。 

 続きまして、５０２ページの下のほうの今後

の方向性ですが、財産区の廃止については、管

理会の意思決定が必要であり、市が単独で決定

できるものではないため、今後も現行どおり市

による実施としております。 

 以上で、平成２４年度椎原財産区特別会計歳

入歳出決算でございます。 

 よろしく御審議方よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（友枝和明君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 済いません。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。済いません、久

連子財産区のことも含めてなんですけど、樹木

ですよね。が、２０年から５０年とかっていう

ようなお話もあったわけですけど、私も専門じ

ゃないのでわからないところもあるんですけど

も、木の適齢期を過ぎてしまうと単価が安くな

るというような、──大きくなればですね、な

るにつれて安くなるというようなこともちょっ

と聞いたことがありまして、先ほど部長さんが

おっしゃったときに、管理団体と協議をしなが

ら進めていきますというようなお話もあったん

ですけど、具体的に協議を何回ぐらいされて、

どういう話になっているのかってところをお聞

かせいただけますか。 

○委員長（友枝和明君） 立川泉農林水産事務

所審議員兼所長。 

○農林水産審議員兼泉農林水産事務所長（立川

幸生君） はい。立川です。よろしくお願いし

ます。 

 一応、南部森林管理署とはですね、２回ほど

協議しております。ただ、現在８０年生のあ

る、樹木のあるところがですね、ちょっと集落

の上でですね、伐採をしますとですね、恐らく

崩壊的なものも出るんじゃないだろかというこ

とでですね、現在ちょっと集落ともですね、打

ち合わせてですたいね、集落の外れのほうから

切れるだけでも切ろうかということでですね、

打ち合わせております。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。状況的には理解

をしたいと思います。また今後進捗があるよう

であれば、状況もですね、説明をいただければ

というふうに思っております。よろしくお願い

します。 

○委員長（友枝和明君） ほかに。 
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 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済いません。両方とも

そうなんですが、将来的な財産区の廃止という

ことが書いてあるんですが、この管理会とおっ

しゃるのはどういった方の構成なのか、何名ぐ

らいおいでるのか。もしかすると年配の方がだ

んだんだんだん亡くなっていかれると、管理会

自体もなくなりゃせぬかなと思うんですが、こ

のあたりの内容はどんな内容なんですか。 

○農林水産審議員兼泉農林水産事務所長（立川

幸生君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 立川泉農林水産事務

所審議員兼所長。 

○農林水産審議員兼泉農林水産事務所長（立川

幸生君） はい。管理会はですね、地方自治法

の中にもですね、７名以内、それと市の条例で

ですね、これは市条例２２１号ですけど、この

中の第２条にですね、管理会は７名ということ

になっております。だから一応７名をですね、

各――例えば、久連子財産区と椎原財産区で７

名ずつですね、管理会を置いてございます。集

落が衰退して７名以内になった場合は、恐らく

ですね、６名とか５名とかになってくると思い

ます、条例のほうでも。最終的に全部いなくな

ればですね、廃止ということになると思います

けどね。（笑声） 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。いや、そこまで

聞いとらぬのですが、要はこの７名の方の合意

ができないと将来的に八代市にならないという

ふうな話だと思うんですが、これは例えば７名

の方が欠員が出た場合、また新しい会員さんが

出てくるわけですね。 

○農林水産審議員兼泉農林水産事務所長（立川

幸生君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 立川泉農林水産事務

所審議員兼所長。 

○農林水産審議員兼泉農林水産事務所長（立川

幸生君） はい。欠員が出ました場合はです

ね、補選でまた１人追加いたします。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はいはい、わかりまし

た。７名の会員さんでいろいろ審議をされるん

でしょうけれども、なかなかこのあたりがまと

まらないから、将来的に廃止にはならないとい

うことなんでしょうが、何百人もおいでると話

がまとまらぬと思うんですけれども、７名です

から、そう大して難しい話ではないと思うんで

すけれど、これはあくまでも私の感想ですけれ

ども、どんなお考えですか。 

○農林水産審議員兼泉農林水産事務所長（立川

幸生君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 立川泉農林水産事務

所審議員兼所長。 

○農林水産審議員兼泉農林水産事務所長（立川

幸生君） 椎原の集落自体がですね、大体３０

から４０戸ぐらいですかね、その中で７名です

ね。それと久連子がたしか１５戸ぐらいですか

ね、その中の７名です。だから、廃止するには

ですね、ちょっと難しくてですね、財産及び基

金をですね、全部市のほうにですね、寄附して

いただいて、そして解散をですね、管理会の解

散をしていただいて、そして市に届けていただ

いて、市の議会でそれを議決していただいて、

それ以降、県知事のほうに届けが必要です。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい、わかりました。

いいです、はい。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で議案第１０８

号・平成２４年度八代市椎原財産区特別会計決

算についての質疑を終わります。（｢どうもあ

りがとうございました」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（友枝和明君） 小会いたします。 

（午後２時１２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１７分 本会） 

○委員長（友枝和明君） 本会に戻します。 

 以上で、平成２４年度八代市一般会計決算及

び各特別会計決算の１２件について、審査が全

て終了いたしました。今回の決算全般について

の総括的な御意見をお伺いいたしたいと思いま

すが、１１月５日の委員会の冒頭にも申しまし

たが、質疑ではなく、総括的な御意見、御要望

ということでお願いをいたします。 

 それでは、今までの審査を通じて、決算全般

についての総括的な御意見はありませんか。 

 増田委員。 

○委員（増田一喜君） おおむね適正に執行さ

れたとは思っておりますけれども、１つ、途中

で言いそびれたのがあったんですよね。 

 まちづくり交流基金事業で８億８０００万ほ

ど入ってますけれども、このお金ちゅうのは、

たしか広域のほうの１０億のお金のうちの八代

の配分だったでしょう。その中の１億円という

のは県が出してましたけれども、この１億円ち

ゅうのも県に返さなくていいのかというような

ところですね。返さないけぬだったけれども、

県としてはこれをまちづくりとか、そういうふ

うなことに使えば、基金にためたりあるいは事

業に使ったりすれば返さなくていいですよとい

うことで、県に返すべき１億円のうちの八代の

取り分ですね、氷川町と案分した。だからそれ

がここに積み立てられるというのはわかるんで

すけど、残りの８億ちょっとはですね、結局は

市が一般財源から向こうに基金として差し出し

たもんですよね。それがただ返ってきただけだ

から、特定する、この中に入れるちゅうのはい

かがなもんかなということがあったもんだか

ら、これは一般会計のほうに繰り入れられない

のかと思うんですけれども、そこらあたりも今

後考えていただきたいなと思っております。こ

れを全部、なんか商工関係で使ってしまうよう

なお話もあったみたいだからですね。これ、８

億近くの金は一般財源に入れて、もっと幅広く

使用できるような形にしたほうがいいんじゃな

いかなと思いますので、そこらあたりは意見と

して言わしといてください。 

○委員長（友枝和明君） はい、ありがとうご

ざいました。 

 ほかにございませんか。 

○委員（大倉裕一君） いいですか。 

○委員長（友枝和明君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 先に。はい。まず、今

年度から新しく導入していただきました主要な

施策の成果に関する調書及び土地開発基金の運

用状況に関する調書ということで、事務事業を

導入していただきました。導入していただいた

ことについては感謝を申し上げたいというふう

に思います。私のほうも、この事業評価が必要

だということで訴えてましたので、その点につ

いては、導入されたことに対しては評価をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 ただ、どうしても自分たちがやった事業を評

価をしておりますので、どうしても甘い視線で

見てしまっている点があるかなというふうに思

っております。もっと厳しくする必要が出てく

るんではないかなというふうに考え、受けとめ

させていただいてます。 

 といいますのも、２８年度から、地方交付税

が３億５０００万から５年間かけて３５億、ト

ータルで下がっていくことになります。もうそ

ろそろ、この３５億の削減に向けた職員さんた

ちの意識改革、意識づけも必要だろうというふ

うに思っておりますので、その点からも、事業

に対する評価を厳しく、もっとやるべきではな

いかなというふうな思いを持ったところです。 

 それと、お尋ねはしませんでしたけれども、

経常収支比率ですかね、が年々高くなってきて
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います。財政の硬直化が非常に進んできている

という状況で、これは人件費が、構成年齢が高

くなっているということからもあるのかもしれ

ませんけれども、弾力性がある財政にするため

には、この点についても少しメスを入れていか

なければならないのかなという思いを持ったと

ころです。 

 それと、要望になりますけども、財産に関す

る調書というものが資料として提出をされてい

ます。ただ、土地とか山林とかというのが一く

くりですよね。何平米あるとかという形で提出

をされています。普通財産として行政が売却を

したいというような方針が出ているものについ

ては、個別に資料を出してですね、２４年度に

はこういう金額で財産の処分をして収入として

得ましたというようなことがわかるようにして

いただくと、もっと行政のスリム化に取り組ん

でいただいているというような状況も、私たち

議員にとってわかりやすいかなというような感

想を持ちました。 

 以上、意見と要望にさせていただきたいと思

います。 

○委員長（友枝和明君） ほかに。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。今、大倉議員

からもありましたけれども、今回からですね、

事務事業評価をもとに決算審査を行ったという

わけですけれども、非常に自己評価であるとか

今後の方向性などが示されていますので、これ

までのように数値にはですね、あらわれない事

業の内容が把握することができたという点で

は、非常に審査がしやすかったというふうに思

いますし、今後もこの方向性でいいというふう

に考えるところです。 

 しかしですね、中には国・県、この支出金が

多くを占めるものについてはですね、それを理

由に事業評価が行われていない、こういうもの

もありました。これについてはですね、国・県

支出金であっても事業を行うのは市ですから、

市としてこの事業がどうであったかという評価

は必要であるというふうに考えます。 

 それから次なんですが、部長総括、これにつ

いてはもう３年目になりまして、今回、実に丁

寧に総括をいただいたというふうに思います。

今後は委員会から要望しなくても、部長総括、

これについては決算委員の中にきちんと位置づ

けていただきたいというふうに思います。しか

し、その内容についてはですね、まだ一考の余

地があるのかなというふうに思います。非常に

総括の中身が各課ごとの事業の評価みたいなも

のになってしまっているところもありますの

で、できれば部長が所管される事業の中から、

特に今年度の特徴があったもの、また課題にな

ったものというふうにですね、絞っていただい

て、部長の１年間の総括、この意味合いを主眼

にした中身にしていただくっていうふうなです

ね、中身の検討をいただきたいというふうに思

います。 

 それから固定資産税、これの納税について委

員会の中でも意見を述べさせていただいたんで

すが、ぜひ、これについては年４回の納税をで

すね、毎月納税というふうにできるように検討

をいただきたいというふうに思います。 

 それから最後なんですが、きょうの新聞にご

み焼却、このごみ焼却場の建てかえについて国

の予算が追いつかないと。一斉にですね、ごみ

焼却場の建設に入るものですから、国が今年度

確保した交付金は地方からの要望の３分の２、

来年度は半分しか確保できていないと。全くで

すね、こういったふうな状況になってくると、

非常に、今予定されているような大型の事業な

んかが、国の動き、――今のですね、交付金の

こともそうですし、消費税の問題や年金の問

題、社会保障制度改革、こういったものに、非

常に国の動向に地方の財政が大きく左右されて
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いくというふうにはやっぱり考えます。常に先

を見て、財政運営をしていただきたいと。そし

て市民が安心して生活できるために、どのよう

にできるかということを考えていくのが、やは

り皆さんの役割、責任であろうというふうに考

えますので、今後という意味では、事業評価を

ですね、やっぱり外部評価、これを入れていた

だくということや、監査委員におかれましては

ですね、さらに厳しい目を持って監査いただき

たいというふうに思うところです。 

 以上です。 

○委員長（友枝和明君） ありがとうございま

した。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。皆さんおっしゃ

いますように、本当に予算については厳しいも

のが、だんだんだんだん厳しくなっていくとい

うことになります。３２年度には合併特例債も

なくなる、また、大倉委員言われますように、

３５億がどんどんなくなっていくというような

姿になっております。 

 そういう中に、この一般会計、特別会計につ

いては、こうして厳しくこういった形で審査で

きますけれども、この委託料なんかが余り、こ

ういったところに、表に出てこないところがご

ざいます。それにつきましては、あくまでも生

命にかかわるところの委託については、特別に

やっぱり手厚くやっていく必要もあるだろう

し、入札でやっていかれるところについては入

札制度にやっていくというのも必要ではないか

なというふうに思います。単に見積もりだけで

この予算が出ていっているところもあるようで

ございますので、そういったところもですね、

しっかり審査しながら、入札でできるところは

入札でやっていくと、その姿をとってほしいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 百田委員。 

○委員（百田 隆君） はい。本市の経常収支

比率、説明にありましたが、現在８９％で、８

０％を超したら非常に厳しい状況になるという

ようなことで、財政の弾力的な運用というのが

なかなか図られないと。この１週間ばかりの決

算審査を見ましたときに、そういう意味では、

新しい事業というのがなかなか見出せなかった

ですね。そういうことでありますので、この財

政を今後しっかり、当局の方々、頑張っていた

だきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。執行部の方、本

当お疲れでございました。 

 大倉議員たちからも話がありましたが、この

新しい評価制度、評価はしますけれども、この

評価される時期がですね、２４年度の決算が上

がってきて、それから評価、多分なさると思う

んですね。で、そこの中のいろんな反映する部

分は、恐らくこの２５年度には反映はしていな

いと思うんですが、２６年度の予算編成のとき

に、特にこのＢとかいう評価をされたあたり

は、確実にもって見直すなり、ちゃんとした対

応をまずとっていただきたいと思います。 

 それと、単年度でしょうけれども、補助金あ

たりがある団体に５０万とかいう補助金が出て

おりますけれども、出た後の追跡といいます

か、その効果があるのかどうか、そのあたりの

検証も含めて、次からの補助金のあり方も考え

ていかなければいけないのかなと思います。 

 それと、これは、この資料の中の、例えば委

託先がですね、もしわかるようでしたら、この

委託先まで入れておいていただくといいかなと

いう、これ、私の個人的な見解です。 

 それと、実はきょう午前中の審議だったんで

すが、農業集落排水処理事業とかですね、浄化
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槽市町村整備推進事業、このあたりは説明を聞

いておりましたが、時間がないせいもありまし

たけれども、それぞれが職員さんがついて、事

務経費の中に職員経費がありますね。全体とし

てはそんなに大きな事業ではないと思います

し、平成３０年度には起債が終わってしまうと

いうような事業のようだったですから、このあ

たりはある程度、もう２つば一体化されて、見

直しをされたらどうかなという気がいたしまし

た。 

 それから、もう１つ、実は細かいことを言い

ますが、これは泉支所の庁舎耐震２次診断調査

委託料のところでも申し上げたんですが、評価

手数料、このあたりをちゃんと別組みをして、

多分予算組みがなされておりますけれども、特

に教育部にお願いをしたいんですが、今、非常

に耐震改修が、もう全部出てしまいましたけれ

ども、以後はないのかもしれませんが、こうい

った受け側の負担になる分については、市が払

うような方向をとっていただかぬと、何もかん

も業者丸投げで、手付金、一時金１０％は払わ

されて、そん中の委託料も振込通知を張らぬこ

とには審査が進まないというのが現状なもんで

すから、このあたりは、特に教育部あたりは、

何もかんも設計料、委託料に含めないような考

え方をしていただかぬと、受ける業者も大変で

すので、そのあたりもぜひお願いをしたいと思

っております。 

 それから、これは大したことじゃないんです

が、説明をされる部署によっては、１０００円

単位を切り捨てたり、中には四捨五入されとっ

たところもありましたので、できれば全部、切

り捨てなら切り捨てでお願いをしたいのと、も

う１つ、それぞれ担当の方の委員長指名のとき

に、非常に名前がわかりにくいというのがあり

ますので、できればこれぐらいのプラカードで

ですね、課名と名前を書いたのを持って上げて

いただくと、委員長さんが迷われずにいいかな

と思いますので、（委員長友枝和明君「それ

は、いえいえ、私のあれですけん」と呼ぶ）ぜ

ひ、次年度からはそのあたりを少し考えていた

だければと思います。終わります。（笑声） 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。特別会計につい

てちょっと申し上げておきたいと思います。 

 久連子と椎原の財産区を除いてですね、よく

特別会計の中に一般会計からの繰入金というの

があります。法定あるいは基準内ということで

説明がございます。基準外もございますが、こ

の辺に少し不安を持っております。果たしてこ

のままでいいのかなというふうに思っておりま

す。 

 特に、下水道についてはですね、北部下水道

については、人口が４万か３万か、ちょっとそ

の辺のところ基準を忘れましたが、八代市の中

で千丁と鏡が入ってると思いますが、将来的に

は、どうしても今のままでいけば、ちょっと離

れた集落もありますので、それもそのままいけ

ば、その後の収益に影響があるのじゃないかな

と。その辺のところは合併浄化槽とか、そうい

うのを少し柔軟に考えていったほうがいいんで

はないかなというふうに思っております。特に

この、今、高齢化社会でありますので、もうじ

いちゃんばあちゃん１人になったらうちもせぬ

という家庭が今ふえているようでありますの

で、この辺のところはしっかり、特別会計の中

の一般会計からの繰り入れは、捉えていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（友枝和明君） はい、ありがとうご

ざいました。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。それでは平成２

４年度決算審査の総括をさせていただきます。 
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 本市の限りある予算が多岐にわたり予算配分

されていることは、私としては、３回目の決算

審査特別委員でありますが、改めて深く感じた

次第です。 

 大まかなところで理解したことを申し上げま

すと、民生費、衛生費など、その他福祉に関す

る予算は今後も増幅する傾向にあり、本市の基

幹産業である農林水産業費は、今後も国や県の

政策に大きく左右され、また、商工費に関して

は、全般的にほぼ一般財源から投入されてお

り、その他、土木費、教育費、特別会計に至る

まで、国・県からの補助金や借金などが多く賄

われていることは、これまで同様でした。 

 今後は、合併交付金を含めた地方交付税も減

額されていくのではないかという財政状況の

中、決算審査の初日、企画戦略部の坂本部長か

ら、５年から１０年先の八代市のイメージをつ

くると言われましたが、今やらなければならな

いことは、市税であれ、補助金であれ、借金で

あれ、それらが投資されているものが、すぐに

結果が出なくても、いかに有効に本市の５年か

ら１０年後のイメージに近づくように働いてい

るかということが一番大事なことだと思いま

す。そしてそれを、私は決算審査において確認

していきたいものだと思いました。 

 今回の審査を通しては、八代市が今後どのよ

うな都市になっていくのかというイメージが、

残念ながら私には膨らみませんでした。これ

は、ここ十数年間、首長が一期ごとにかわり、

それぞれの市長のカラーが違っていたことによ

り、一貫性がなく、本市全体が活性化するよう

な波及効果をもたらしてはいないように思える

からです。 

 ただ、政策、立案、そして実行は、今後も重

要であることは変わりありませんが、予算内で

行われているその事業が、この先どのように効

果を上げ、時代の変化にもどうやったら対応で

きるかという未来への想像力や発想力が、今後

はより重要なことだと思います。 

 職員の皆さんには、先取りの知恵をぜひ働か

せていただきたいと切に願います。 

 平成２６年度の予算編成こそ、本市の未来の

イメージをつくり上げ、本市は大変広域で、そ

れぞれの地域の特性の違いはありますが、市民

が一体となって本市の成長へとなし得ていける

ように、私としてはこれまで言ってきたよう

に、まず支所を強化して、市民の政策への理解

と協力をいただけるよう、努力していただきた

いと強く要望し、また本日、特別、──決算の

ほうでもありましたが、私としては、弱い地

域、弱い部分の方々に対して、予算がかかるか

らといって切り捨てるような、そういった形で

はぜひないような形で推し進めていただきたい

と思います。 

 以上で、総括といたします。 

○委員長（友枝和明君） はい、ありがとうご

ざいました。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」「採決」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） それでは、平成２４

年度八代市一般会計決算及び各特別会計決算の

１２件についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） ないようでしたら、

討論を終わります。 

 小会いたします。 

（午後２時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４０分 本会） 

○委員長（友枝和明君） それでは、本会に戻

します。 

 それでは、これより採決をいたします。採決

は、まず、平成２４年度八代市一般会計決算を

お諮りし、その後、特別会計１１件について一

括してお諮りいたします。 
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 議案第９７号・平成２４年度八代市一般会計

決算については、これを認定するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 次に、議案第９８号から同第１０８号まで、

すなわち平成２４年度各特別会計決算の１１件

については、これを認定するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本

決算１１件は認定することに決しました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任願いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 最後に、江﨑監査委員と会計管理者である有

田会計課長から発言の申し出があっております

ので、これを許します。 

○監査委員（江﨑眞通君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 江﨑監査委員。 

○監査委員（江﨑眞通君） はい。失礼いたし

ます。 

 委員の皆様には、１１月５日から本日まで、

５日間という連日審査をいただきまして本当に

ありがとうございました。 

 ただいま平成２４年度の一般会計並びに１１

の特別会計の決算につきまして、御認定をいた

だきまして本当にありがとうございました。 

 審査の過程におきまして、各委員さんから要

望なり意見なりを賜りました。今後、執行部に

おかれましては、この意見、要望等につきまし

て、来年度の予算編成並びに事務事業の効率化

等につきまして執行されていくことと思いま

す。財政の健全化並びに市民福祉の向上に、執

行部につきましては、向上に努めていただきた

いというふうに思っております。 

 委員の皆様には、今後とも、御指導、御鞭撻

をお願いいたしまして、私の挨拶といたしま

す。どうもありがとうございました。（｢あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

○会計管理者兼会計課長（有田俊二君） 委員

長。 

○委員長（友枝和明君） 有田会計課長。 

○会計管理者兼会計課長（有田俊二君） は

い。それでは、発言のお許しをいただきました

ので、お礼を含めまして一言御挨拶をさせてい

ただきます。 

 ただいま、平成２４年度の一般会計並びに各

特別会計決算につきまして、決算審査特別委員

会の御認定を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 御審査いただきました決算の内容につきまし

ては、おおむね適切であるという評価を賜った

ように思いますが、数々の御指摘、御意見、御

要望等も頂戴したところでございます。 

 まず、歳入におきましては、市税や保育料の

滞納対策、市民税の収入未済額の要因、固定資

産の評価額及び税率、納期の拡大による負担軽

減、不納欠損の内容等について御質問、御意

見、御指摘等がございましたが、厳しい財政状

況の中、自主財源を確保するという観点から

も、より一層の努力が必要であるというふうに

考えております。 

 また、歳出では、電子入札システムの導入経

費、住民自治に伴う市政協力員の方向性、生活

保護世帯に対する自立支援、公立保育所の保育

料と今後の方向性、ごみ収集業務委託に係る委

託料と収集量との関係、子宮頸がん予防ワクチ

ンの現状、青年就農給付金の条件、中小企業融

資制度預託金の現状、八代よかとこ宣伝隊の方

向性、八千把地区土地区画整理事業の進捗状

況、文化センターでの子供向け文化事業、それ
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と、学校耐震事業費を除く教育費の１割確保な

どについて、お尋ねや御意見、御要望等がござ

いました。 

 さらに、予算の執行に当たっては、事業の目

標を明確にするとともに、公平性、平等性を念

頭に事業の検証を行うとともに、特に補助金や

施設の管理委託については事業効果を十分精査

するなど、大変貴重な御意見を賜ったところで

ございます。 

 本委員会での貴重な御意見や御要望等を踏ま

え、また決算の状況から市民の皆様のニーズ等

も把握いたしまして、次年度の予算編成に反映

されるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 本年度の決算審査特別委員会は本日をもって

終了をいたしますが、委員の皆様方には今後と

も変わらぬ御指導を賜りますようお願い申し上

げまして、お礼の御挨拶とさせていただきま

す。本当にありがとうございました。（｢あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で、本日の日程

は全て終了いたしました。 

 これをもって、決算審査特別委員会を散会い

たします。ありがとうございました。（｢あり

がとうございました｣と呼ぶ者あり） 

 本当に、皆さん方の御協力によりまして、何

とか委員長を務めさせていただきました。本当

にありがとうございました。（｢ありがとうご

ざいました｣と呼ぶ者あり） 

（午後２時４６分 閉会） 
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